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1 基本的な事項 

 

（1）四万十市西土佐地域の概況 

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

① 自然的条件 

四万十市の旧西土佐村区域（以下「本区域」という）は高知県西部の四万十川中流域にあって、本流へ放

射状に注ぐ支流沿いに集落が散在している。総面積は248ｋ㎡で、そのうちの91％を林野が占める豊かな自

然に囲まれた地域である。 

耕地は少なく急傾斜地が多い。夏季の台風、集中豪雨等による土砂災害が多く、低地帯での家屋浸水も数

年おきにみられる。北西部が愛媛県、東は四万十町、南西は宿毛市、南は旧中村市に接して、南側に標高1,100

ｍクラスの比較的高い黒尊山系が連なっている。年平均気温は 16.1℃、年総降雨量が 2,667 ㎜、標高 48.9

ｍ(総合支所)で、農林業生産環境に比較的適した気候条件である。 

 

表―a 気象（気象庁） 

平均気温（平成28年～令和２年平均）                           単位：℃ 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 年平均 

5.4 7.2 9.9 14.6 19.1 22.3 26.2 27.4 23.6 18.5 12.1 6.9 16.1 

雨 量（平成28年～令和2年平均）                           単位：㎜ 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 年総計 

90 108 135 190 212 365 469 221 485 233 71 88 2,667 

 

② 歴史的条件 

大宮・宮崎遺跡をはじめとする出土品か

ら、縄文時代から生活の営みがあったこと

が分かっている。 

古記には「下山郷 23箇村」とあるが、

出井、楠山は文久元年に橋上郷(現在の宿

毛市)に編入され、21箇村となった。文政

年間の『土佐州郡誌』には、「下山郷戸数

843」（出井、楠山を含む）との記録がある。

明治時代に入ると 21箇村に戸長が置かれ

たが、明治 22年の市町村制発布により、

下山郷上分が江川崎村となり、下山郷下分

が津大村となった。昭和 33年に両村が合

併し、西土佐村となった。平成 17年４月

10日には中村市と合併して四万十市となった。本区域は現在29の行政地区に分かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

図―a 沿革・変遷 
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図―b 集落区分概要図及び交通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―c 高知県西部における位置及び近隣都市配置 

 

四万十町 

（旧十和村） 四万十町 

（旧大正町） 

四万十町 

（旧窪川町） 

黒潮町 

（旧大方町） 

黒潮町 

（旧佐賀町） 宇和島市 

（旧津島町） 



3 

 

③ 社会的条件 

本区域の中心部にあたる江川﨑を接合点として国道381号が東西に、国道441号が四万十川に沿って南方

へ走っている。本区域との周辺地域とのつながりでは、買い物、通院、通学等の生活圏としては愛媛県側と

の往来が多い。本区域の中央を流れる四万十川に注ぐ支流域に集落が点在し、集落規模も100人に満たない

集落が多い。集落間を環状的に結ぶ道路は少なく、公共施設などの効率的な利用を考えると、道路網の整備

が急がれる。鉄道は、JR予土線が国道381号と並行して走っており、本区域内に３箇所の駅がある。 

 

④ 経済的条件 

本区域の中心部である江川﨑周辺には合併後も西土佐村役場は西土佐総合支所として残り、市関連施設・

団体事務所・商店などが集まっており、人口密度も比較的高く、経済活動が維持されている。遠隔集落は僻

地性が強く、生活基盤の整備が遅れており、産業は農林業と建設業が中心で、相対的に低所得を余儀なくさ

れている。 

基幹産業である農業については、農産物の価格の低迷があるものの、園芸作物の価格補償制度を取り入れ

たことによって生産が定着し、農業協同組合を通じた系統販売体制が農家の所得向上につながっている。し

かし、就労者の高齢化が進み、後継者確保が主要課題になっている｡ 

林業については、昭和30年代頃から薪炭の需要が激減したことにより拡大造林が進み、現在では約 60％

が人工林となっている。木材市場は長期にわたって価格低迷が続いており、高齢化も相まって、山の手入れ

が行われず木材品質の悪化を招くなど、悪循環に陥っている。 

漁業については、稚魚放流や漁期変更などを行い資源の確保に努めているが、遡上アユなどの本来あるべ

き資源回復には至っていない。また、近年テナガエビやウナギ等も漁獲高が大きく落ち込んでおり、一層の

対策が必要となっている。 

観光については、四万十川ブームの頃と比較すると入り込み客数は横ばい、もしくは減少傾向にある。そ

のような中で、カヌー観光が定着し、カヌー館を中心として観光の産業化が進み、近隣自治体との連携によ

り体験型修学旅行誘致を図る等、ネットワーク化が進んでいるほか、新たにオートキャンプ場整備やバーベ

キューを題材とした振興策を講じ、交流人口の確保に努めている。 

工業については、製材工場２箇所、生コン工場１箇所、広域事業で取り組んだアロエ加工工場１箇所など

があるが、いずれも経営規模が小さい。 

建設業については、地域経済の大部分を担っているが、公共事業の有無が地域経済にも大きく影響してい

る。 

商業については、零細規模の小売業が大部分であるため、隣接する市や町の大型小売店舗に購買力が流失

し、影響は多大である。経済圏は、一部が旧中村市経済圏に属している他は愛媛県宇和島市を中心とする南

予経済圏に属しており、日常の経済活動が展開されている。交通事情は道路網の整備が遅れており、コスト

高と共に不便さを強いられている。 

 

イ 過疎の状況 

国勢調査に基づく本区域の人口は、昭和 35年には 8,469人を有していたが、平成２年には 4,250人と半

減している、平成 27 年は 2,877 人と６割超の減となっている。若年者比率は約１割である反面、高齢者比

率は４割超であり、急速に少子高齢化が進んでいる。小学校では昭和 33年に13校あったが人口減少に伴い

休校、廃校となり、平成24年には統合され１校となった。これまで過疎からの脱却をめざして対策が講じら

れてきたが、人口減少傾向に歯止めがかかる兆しは見えない。 

本区域における過疎の実態は、表―ｂに示すようにピーク時期から 55 年の間に人口が 66％も減少した。

特に若者層の減少が著しい。逆に表－cのように本区域全体でも高齢化率は45％と高く、各集落人口のうち

65歳以上人口が 50％を占める集落が 29集落（館は奈路に含める）中 12集落あり人口の動向からも過疎化
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が進行していることが伺える。 

人口減少の要因は、産業構造の変化に起因するところが多いが、今日では若者の減少に加えて未婚者の増

加も出生数の低下を招き、全体的な人口の減少に拍車をかけている。戦後から昭和 30 年代までは薪炭生産

地として生産者が区域外からも多く居住していたが、石油系燃料の普及によって薪炭の生産が減少すると、

世帯の転出が続いた。また、都市部の急激な経済成長に伴って農林家の後継者が流出し、昭和 39年には、年

間605人の社会減があった。公的機関（登記所、県出先機関、営林署等）の統廃合・規模縮小や廃止によっ

て人口が激減した集落もある。また、後継者が都市部に定住した高齢世帯では、農林地の維持ができなくな

って市外へ移住した者もある。人口減少率の低い地区は農家が少なく、第三次産業を主としている世帯が多

い。下方地区の世帯増加は民営の住宅があり比較的若者が居住していること、用井地区は老人福祉施設や公

営住宅等の公共施設によるところが大きい。 

 

 

 

表-ｂ　集落人口動態
人　口

増減率

区　分 昭和35 平成27 増減率 昭和35 平成27 増減率

奥屋内上 649 46 △ 93% 166 26 △ 84%

玖木 380 32 △ 92% 94 15 △ 84%

中半 481 43 △ 91% 109 27 △ 75%

奥屋内下 250 43 △ 83% 70 19 △ 73%

口屋内 641 113 △ 82% 154 54 △ 65%

大宮下 139 32 △ 77% 30 16 △ 47%

藤ノ川 613 145 △ 76% 137 68 △ 50%

宮地 359 99 △ 72% 100 46 △ 54%

大宮上 400 118 △ 71% 71 51 △ 28%

中家地 116 38 △ 67% 25 15 △ 40%

岩間 265 88 △ 67% 68 41 △ 40%

下家地 265 92 △ 65% 55 40 △ 27%

大宮中 341 120 △ 65% 71 54 △ 24%

薮ケ市 149 54 △ 64% 29 21 △ 28%

津賀 206 75 △ 64% 42 28 △ 33%

権谷 271 105 △ 61% 56 41 △ 27%

津野川 342 136 △ 60% 74 61 △ 18%

中組 198 80 △ 60% 36 27 △ 25%

奈路 398 162 △ 59% 101 66 △ 35%

方の川 149 61 △ 59% 32 23 △ 28%

押谷 94 39 △ 59% 18 15 △ 17%

須﨑 229 98 △ 57% 46 40 △ 13%

長生 112 53 △ 53% 23 20 △ 13%

本村 263 127 △ 52% 59 54 △ 8%

橘 214 108 △ 50% 48 42 △ 13%

△49%～△40% 半家 323 189 △ 41% 67 62 △ 7%

△39%～△20% 西ケ方 227 162 △ 29% 47 62 32%

△19%～0% 下方 180 150 △ 17% 36 64 78%

増加 用井 215 269 25% 44 80 82%

8,469 2,877 △ 66% 1,908 1,178 △ 38%

※館の人口は奈路に含む。

△59%～△50%

計

集落名

国勢調査

人口 世帯

△80%以上

△79%～△60%
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表-C 集落別年齢構成調査 

地区名 区分 

国勢調査（平成27年） 
集落の状態 

（年齢別目安による区分） 

0～14 歳 15～29歳 30～54 歳 55～64歳 65歳以上 計 
55歳未満 

人口50％
以上 

55歳以上

人口50％
以上 

65歳以上

人口50％
以上 

奥屋内上 
人口 
構成割合(％) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(4.4) 

10 
(21.7) 

34 
(73.9) 

46 
(100.0) 

 ○ ○ 

玖木 
人口 
構成割合(％) 

1 
(3.1) 

0 
(0.0) 

3 
(9.4) 

9 
(28.1) 

19 
(59.4) 

32 
(100.0)  ○ ○ 

中半 
人口 
構成割合(％) 

2 
(4.7) 

1 
(2.3) 

7 
(16.3) 

4 
(9.3) 

29 
(67.4) 

43 
(100.0)  ○ ○ 

奥屋内下 
人口 
構成割合(％) 

0 
(0.0) 

1 
(2.2) 

2 
(4.7) 

10 
(23.3) 

30 
(69.8) 

43 
(100.0)  ○ ○ 

口屋内 
人口 
構成割合(％) 

2 
(1.8) 

10 
(8.8) 

23 
(20.4) 

12 
(10.6) 

66 
(58.4) 

113 
(100.0)  ○ ○ 

大宮下 
人口 
構成割合(％) 

2 
(6.2) 

0 
(0.0) 

6 
(18.7) 

10 
(31.3) 

14 
(43.8) 

32 
(100.0)  ○  

藤ノ川 
人口 
構成割合(％) 

9 
(6.2) 

12 
(8.3) 

23 
(15.9) 

27 
(18.6) 

74 
(51.0) 

145 
(100.0)  ○ ○ 

宮地 
人口 
構成割合(％) 

16 
(16.1) 

7 
(7.1) 

31 
(31.3) 

17 
(17.2) 

28 
(28.3) 

99 
(100.0) ○   

大宮上 
人口 
構成割合(％) 

10 
(8.6) 

7 
(5.9) 

19 
(16.1) 

22 
(18.6) 

60 
(50.8) 

118 
(100.0)  ○ ○ 

中家地 
人口 
構成割合(％) 

2 
(5.3) 

1 
(2.6) 

6 
(15.8) 

10 
(26.3) 

19 
(50.0) 

38 
(100.0)  ○ ○ 

岩間 
人口 
構成割合(％) 

6 
(6.8) 

7 
(8.0) 

17 
(19.3) 

14 
(15.9) 

44 
(50.0) 

88 
(100.0)  ○ ○ 

下家地 
人口 
構成割合(％) 

14 
(15.2) 

7 
(7.6) 

19 
(20.7) 

13 
(14.1) 

39 
(42.4) 

92 
(100.0)  ○  

大宮中 
人口 
構成割合(％) 

10 
(8.3) 

5 
(4.2) 

24 
(20.0) 

14 
(11.7) 

67 
(55.8) 

120 
(100.0)  ○ ○ 

薮ケ市 
人口 
構成割合(％) 

4 
(7.5) 

6 
(11.1) 

12 
(22.2) 

8 
(14.8) 

24 
(44.4) 

54 
(100.0)  ○  

津賀 
人口 
構成割合(％) 

7 
(9.3) 

7 
(9.3) 

18 
(24.1) 

15 
(20.0) 

28 
(37.3) 

75 
(100.0)  ○  

権谷 
人口 
構成割合(％) 

10 
(9.5) 

7 
(6.7) 

25 
(23.8) 

18 
(17.1) 

45 
(42.9) 

105 
(100.0)  ○  

津野川 
人口 
構成割合(％) 

6 
(4.4) 

20 
(14.7) 

22 
(16.2) 

30 
(22.1) 

58 
(42.6) 

136 
(100.0)  ○  

中組 
人口 
構成割合(％) 

3 
(3.7) 

7 
(8.7) 

18 
(22.5) 

17 
(21.3) 

35 
(43.8) 

80 
(100.0)  ○  

奈路 
人口 
構成割合(％) 

21 
(13.0) 

9 
(5.5) 

50 
(30.9) 

22 
(13.6) 

60 
(37.0) 

162 
(100.0)  ○  

方の川 
人口 
構成割合(％) 

4 
(6.5) 

3 
(4.9) 

14 
(23.0) 

9 
(14.8) 

31 
(50.8) 

61 
(100.0)  ○ ○ 

押谷 
人口 
構成割合(％) 

6 
(15.4) 

3 
(7.7) 

4 
(10.3) 

13 
(33.3) 

13 
(33.3) 

39 
(100.0)  ○  

須﨑 
人口 
構成割合(％) 

5 
(5.2) 

7 
(7.1) 

22 
(22.4) 

17 
(17.3) 

47 
(48.0) 

98 
(100.0)  ○  

長生 
人口 
構成割合(％) 

1 
(1.9) 

5 
(9.4) 

10 
(18.9) 

15 
(28.3) 

22 
(41.5) 

53 
(100.0)  ○  

本村 
人口 
構成割合(％) 

10 
(7.9) 

18 
(14.2) 

32 
(25.2) 

20 
(15.7) 

47 
(37.0) 

127 
(100.0)  ○  

橘 
人口 
構成割合(％) 

12 
(11.1) 

10 
(9.3) 

26 
(24.1) 

17 
(15.7) 

43 
(39.8) 

108 
(100.0)  ○  

半家 
人口 
構成割合(％) 

26 
(13.8) 

10 
(5.3) 

52 
(27.5) 

29 
(15.3) 

72 
(38.1) 

189 
(100.0)  ○  

西ケ方 
人口 
構成割合(％) 

15 
(9.4) 

14 
(8.6) 

36 
(22.2) 

25 
(15.4) 

72 
(44.4) 

162 
(100.0)  ○  

下方 
人口 
構成割合(％) 

26 
(17.4) 

9 
(6.0) 

50 
(33.3) 

26 
(17.3) 

39 
(26.0) 

150 
(100.0) ○   

用井 
人口 
構成割合(％) 

28 
(10.4) 

7 
(2.6) 

57 
(21.2) 

36 
(13.4) 

141 
(52.4) 

269 
(100.0)  ○ ○ 

合計 
人口 
構成割合(％) 

258 
(9.0) 

200 
(7.0) 

630 
(21.8) 

489 
(17.0) 

1300 
(45.2) 

2877 
(100.0) 2 27 12 
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過疎の最たる要因は、都市部の急激な発展に対して中山間地域の産業が低迷したことである。安価な輸入

農林産物に押され、生産規模の縮小や離農者が増えたことも地域の農林業の将来に大きな影を落としている。

また、高学歴社会へ移行する中、農業では学歴を活かせる場面が少なく、人口と共に頭脳の流失が続いたこ

とも見逃すことはできない。今後も経済、農業分野において世界との競争が進む中で、グローバルに考え、

ローカルに行動できる人材（起業家）を過疎地は特に必要としている。 

 

① 人口等の動向 

出生・死亡数の推移を（表―e）で見ていくと、昭和55年を境に死亡数が出生数を上回った。平成に入っ

てから、出生数は平成16年までは30人前後台で推移していたが、平成17年から平成 23年は 15人前後ま

で減少し、平成24年以降は10人前後まで減少している。一方、転入・転出の推移（表－ｆ）では、昭和35

年から昭和45年にかけては大量の転出者が見られた。それ以降も平成元年と平成16年を除き転出者が転入

者を上回る状況が続いている。この人口の自然減と社会減の２つの要因により本区域の人口は毎年減少し続

けている。それに伴い本区域の児童・生徒数（表－g）も減少し昭和35 年以降に本区域にあった小学校の内

10校が休校（内３校廃校）となり、平成24年に学校再編計画に基づき小学校は西土佐小学校１校に統合さ

れている。 

表－ｄ 世帯数の推移          

  年 昭和

35 

昭和

40 

昭和

45 

昭和

50 

昭和

55 

昭和

60 

平成 

２ 

  

区分     

 世帯数(戸） 1,908 1,710 1,570 1,513 1,481 1,427 1,387   

 減少率（%） － 10.38 8.19 3.63 2.12 3.65 2.80   

１戸平均人員（人） 4.44 4.06 3.70 3.42 3.72 3.17 3.06   

           

  年 平成 

７ 

平成

12 

平成

17 

平成 

22 

平成 

27 

令和 

2 

   

区分      

 世帯数(戸） 1,401 1,339 1,436 1,388 1,389 1,317    

 減少率（%） △ 1.01 4.43 △ 7.24 3.34 △ 0.07 5.18    

１戸平均人員（人） 2.90 2.79 2.61 2.44 2.21 2.03    

           

           

表－e 出生・死亡の推移       単位：人 

  年 昭和

35 

昭和

45 

昭和

50 

昭和

55 

昭和

60 

平成 

元 

平成 

５ 

平成

10 

平成

11 区分   

出  生 151 83 72 60 42 31 23 29 35 

死  亡 76 76 63 62 64 41 36 53 53 

増減数 75 7 9 △ 2 △ 22 △ 10 △ 13 △ 24 △ 18 

           

  年 平成

12 

平成

13 

平成

14 

平成

15 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 区分   

出  生 23 27 29 29 25 15 15 15 18 

死  亡 55 54 62 59 50 55 76 60 59 

増減数 △ 32 △ 27 △ 33 △ 30 △ 25 △ 40 △ 61 △ 45 △ 41 
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  年 平成

21 

平成

22 

平成

23 

平成

24 

平成

25 

平成

26 

平成 

27 

平成 

28 

平成 

29 区分   

出  生 12 15 19 9 12 9 11 11 7 

死  亡 51 62 52 43 65 76 57 60 92 

増減数 △ 39 △ 47 △ 33 △ 34 △ 53 △ 67 △ 46 △ 49 △ 85 

           

  年 平成 

30 

令和 

元 

令和 

2 区分   

出  生 9 8 15 

死  亡 64 51 76 

増減数 △ 55 △ 43 △ 61 

         

          

表－ｆ 転入・転出の推移       単位：人 

  年 昭和

35 

昭和

45 

昭和

50 

昭和

55 

昭和

60 
平成元 平成５ 

平成

10 

平成

11 区分   

転  入 476 325 298 216 178 191 168 90 93 

転  出 958 603 380 297 249 177 185 123 98 

増減数 △ 482 △ 278 △ 82 △ 81 △ 71 14 △ 17 △ 33 △ 5 

           

  年 平成

12 

平成

13 

平成

14 

平成

15 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 区分   

転  入 141 75 99 93 115 62 76 55 70 

転  出 149 110 127 123 109 106 106 99 98 

増減数 △ 8 △ 35 △ 28 △ 30 6 △ 44 △ 30 △ 44 △ 28 

           

  年 平成

21 

平成

22 

平成

23 

平成

24 

平成

25 

平成

26 

平成 

27 

平成 

28 

平成 

29 区分   

転  入 73 49 70 69 68 40  47 61 58 

転  出 76 83 69 74 72 43 76  66 79 

増減数 △ 3 △ 34 1 △ 5 △ 4 △ 3 △ 29 △ 5 △ 21 

 

       年 

区分   

平成 

30 

令和 

元 

令和 

2 

転  入 48 50 65 

転  出 80 53 72 

増減数 △ 32 △ 3 △ 7 
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表-ｇ 児童・生徒の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

② これまでの対策 

本区域は昭和45年に過疎法による地域指定を受けると共に、山村振興法による山村振興事業、林業構造改

善事業、農村総合整備計画などの国や県の施策を有機的に結び付けて過疎計画を樹立し、村道・農林道の開

発整備、所得向上と若者定住のための農林業振興を中心として事業を実施してきた。また、教育関連施設の

設備拡充や快適で安全な暮らしを目指した生活環境の整備、医療施設の整備と医師の確保、保健活動の推進、

高齢者福祉施設整備を図ってきた。 

道路については、防災など緊急を要する箇所の整備や危険箇所の整備を優先的に改良してきたが、依然と

して未整備路線が残存している。 

産業振興については、水稲の代替作物として園芸作物の生産が農業の主力となった。園芸振興のためには

不整形のほ場では支障があることから、農業基盤整備に重点を置いて整備を進め、令和２年度の進捗率は

73.5％である。また、平成28年度より西土佐江川﨑奈路地区に整備した四万十市初となる道の駅「よって西

土佐」を拠点として、地産地消・地産外商に取り組んでいる。 

農業については、後継者対策の一環として里山開発事業で大規模農業用地を造成、西土佐農業公社が管理

運営を行っている。昭和53年から園芸作物価格安定基金制度を導入し、農家の収入安定を図っている。しか

し農産物販売総額は、価格低迷と若い労働力不足によって減少傾向にある。 

林業については、植林の枝打ちや間伐等への支援、基盤整備及び小径木加工施設による間伐材の有効利用

を図るための施策を講じてきた。また、流域ごとに路網計画を策定し、林家の素材生産作業効率化のため作

業道整備を進めてきた。 

観光対策については、四万十川の体験型観光として、全国に先がけてレジャー用カヌーの定着に力を入れ

てきた。用井地区は四万十ひろば、カヌー館、ホテル星羅四万十、西土佐ふれあいホール、天体観測施設等

の整備によって、四万十川観光の拠点となっている。令和元年度には滞在型観光の拠点として、「四万十ひろ

児童の推移（小学校）

区分

学校名 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級

奥 屋 内 17 3 5 2 -

口 屋 内 4 2 11 4 6 3 6 2 -

藤 ノ 川 11 3 10 3 -

津 野 川 39 4 45 4 40 6 21 3 -

須 崎 9 3 10 3 18 3 10 3 -

大 宮 34 4 22 3 7 3 11 2 -

下 家 地 7 3 6 3 -

西 ヶ 方 33 4 22 3 20 3 16 3 -

川 﨑 71 7 53 5 54 6 68 6 -

本 村 33 3 34 4 28 6 37 5 -

権 谷 16 3 7 2 -

西 土 佐 - - - - - - - - 122 10 83 9 -

計 274 39 225 36 173 30 169 24 122 10 83 9 △69.7

※川﨑小学校は平成24年再編に伴い西土佐小学校に名称変更

※減少率は平成5年度に対する令和元年度の数値をいう

生徒の推移（中学校） 単位：人

区分

学校名 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級

西 土 佐 168 6 118 5 97 3 82 3 91 6 50 5 -

計 168 6 118 5 97 3 82 3 91 6 50 5 △70.2

※減少率は平成5年度に対する令和元年度の数値をいう

       単位：人

減少率（％）

減少率（％）

休  校

廃　校

休  校

休  校

休  校

休  校

西土佐小へ

休  校

令和元

廃　校

休  校

休  校

休  校

休  校

西土佐小へ

平成26年度

令和元

廃　校

休  校

休  校

休  校

平成5年度 平成11年度 平成16年度 平成21年度

平成26年度

廃　校

休  校

休  校

休  校

休  校

(平成14年度から）
休  校

休  校

（平成13年度から）
休  校

休  校

（14年度から）
休  校

平成5年度 平成11年度 平成16年度 平成21年度

休  校

(平成11年度から）
休  校
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ばカヌー館オートキャンプ場」を整備した。また道の駅「よって西土佐」は情報発信の拠点施設として役割

を担っている。 

医療や高齢者福祉については、施設や医療機器の充実が図られた中で、昭和60年から保健センターを中心

に早くから保健活動を展開してきた。また、保健・福祉・介護・医療の連携のために総合福祉施設を整備し

た。 

生活環境については、簡易水道等の新設・増補改良を行い水道普及率の向上を図った。防火防災面では消

防車両の更新や防火水槽の設置を進め、避難所への備蓄や備品の整備など住民生活の安心安全の確保に努め

た。また、し尿処理施設として平成15年にクリーンセンター西土佐を稼動し、高負荷脱窒素方式で搬入計画

に基づいた運営を行っている。令和２年度にはクリーンセンター西土佐の基幹的設備改良工事を行いCO2削

減に取り組んだ。 

地域の活性化では、各地域の実情や多種多様化する住民のニーズに柔軟に対応できるソフト事業を活用し

た対策を行ってきた。主体性においても行政主導型でなく、住民からのアプローチや住民自らが積極的に地

域課題を考え対策を提案するなど、行政と住民が協働して地域課題の解決を図っていく取組が進んだ。事例

では、平成18年度に大宮地域において、生活の拠点であったJA大宮出張所の廃止に伴い、地域住民108名

自らが出資して「（株）大宮産業」を立ち上げ、店舗販売の継続、高齢化した地域の実態に応じたサービスの

提供、地域で生産した米の販売促進に取り組んで周辺農家の所得向上に取り組んでいる。さらに平成 25 年

度には集落連携による支え合いの仕組みである「集落活動センター」が大宮地域で立ち上がり、地域の課題

解決、活性化に取り組んでいる。その他、「山間屋」も地域食材や加工品の販売を行い、地域でとれた農産物

を地域で消費する地産地消の提唱から、地域外への西土佐の特産品を売り込む地産外商を行ってきた。 

平成28年４月には道の駅「よって西土佐」がオープンし、その管理を担っている（株）西土佐ふるさと市

が中心になり地産地消・地産外商を推進している。令和元年度には、地域の観光商工関係団体が集まり「西

土佐地域産業振興推進協議会」を立ち上げ、地域の魅力ある素材を活かした地域活性化を図る取り組みを進

めている。 

これらの団体に共通することは、地域を見つめなおし地元にあるものを新しい地域づくりに活用している

ことである。昔の人の知恵、伝統文化、地元の農産物、豊かな自然など地域の資源に着目し、都市部の自然

志向や健康志向、安全な食品の需要などを把握し地域づくりに活かしている。こうした活動が地域産業の振

興につながり生産者の所得向上、地域雇用に貢献している。このように地域の資源を再評価することと地域

住民のアイデアを活用することは、地域づくりの一つの指針となっている。 

 

③ 現在の課題 

本区域の課題として、とりわけ人口減少及び少子高齢化は地域の生活に深刻な影響をもたらしている。人

口の減少では、昭和35年の国勢調査で本区域では8,469人の人口を有していたが、平成27年の同調査では

2,877人と６割超の減となっている。 

高齢化で見れば平成 27年の国勢調査に基づく本区域の状況は、29集落中 12集落が限界集落（65歳以上

の高齢者人口が集落人口の50％を超え、今まで集落で行ってきた冠婚葬祭をはじめ、祭事や共同による集落

作業等の実施が困難な状況に置かれている集落のことを指す。）といわれる集落に移行しつつある。そして

10年後には本区域のほぼ全域が限界集落となる可能性が高まっている。このような集落においてはコミュニ

ティ活動の衰退、独居老人世帯の増加、車を持たない住民の移動手段の確保の問題、事業所の撤退、商店の

廃業、農林業の担い手不足などにより、地域経済の衰退と暮らしの不安が危惧される。さらに空き家の増加、

耕作放棄地の増加、山林の荒廃なども目に付くようになっている。このことが地域で暮らす人々に不便さと

不安を招き、さらなる人口流出につながり過疎化に拍車を駆ける。このままでは集落の里や森など集落全体

にわたる崩壊が起こり、集落そのものが消滅してしまうことが指摘されている。こうした集落への対策と再

生は緊急に取り組まなければならない課題である。 



10 

 

一方、少子化では、本区域では保育所、小中学校ともに 1 校となるなど少子化による影響を受けている

が、地域の伝統文化を継承する取り組みや授業を行い地域との交流を深めている。また本区域で唯一の高等

学校である高知県立中村高等学校西土佐分校も入学者の減少によりその存続が危ぶまれており、西土佐分校

存続推進協議会を中心に分校存続へ向け問題点などの解消を図っている。 

こうした少子高齢化の進行は主に若者の流出が続いていることであり、特にその対策として若者の就労の

場の確保は以前からの課題である。就労におけるこれまでの都市部との地域間格差は広まる一方であり、過

疎地域における若者の就労の場の確保はより一層厳しいものになっておりその対策が求められている。 

 

④ 今後の対策 

今後、本区域における地域の状態、住民の生活はこのままではさらに危機的な状況に陥る可能性が高く、

早急な対策が必要である。本区域においては未だに景気の回復は感じられず税収等の落込みの影響等による

地方の財政は厳しく、インフラ整備や施設整備など大掛かりな事業は縮小傾向にある。このような厳しい情

勢においては、これまで以上に地域の実情や課題を捉え、将来も見据えたより実践的で効果のある対策を講

じなければならない。人口減少を背景に内需が落ち込み地域経済が縮小していくことも想定されているため、

今後は地域外との繋がりや交流を強め、観光客の増加やふるさと納税、ふるさと応援団の増加など、交流人

口拡大や外から地域を応援する関係人口を増やしていく新たな取り組みが求められている。地域資源と魅力

を磨き、都市部等へプロモーション及びPRを行い、来訪者やファンを増やし観光客から関係人口へ、さらに

移住定住につなげていく。 

観光では、令和２年度にオープンした四万十ひろばカヌー館オートキャンプ場では、地域への交流人口の

増加を図るとともに、地元農産物の PRや BBQの聖地化を目指した「リバーベキュープロジェクト」を進め

ていく。 

雇用においては、地域経済が衰退する中での企業誘致や、これまで貴重な雇用の場であった建設業界、そ

の他商工業関係の雇用拡大は厳しく別の視点から雇用対策を講じていく。 

本区域の産業別人口比率では、昭和35年から平成27年までの間に、第一次産業就業者は75.6％から38.2％   

へと減少したのに対し、第二次産業就業者は6.8％から16.7％へと増加し、第三次産業就業者は17.6％から

45.1％と大幅に増加している。このことは、第一次産業を基幹産業と捉えながらも、中山間地の競争力の低

さを示すとともに、産業構造別就業人口の流れが第二次、第三次産業に向かっていることを示している。こ

のことから、時代の流れに沿った就労の場を確保するためには、第一次産業については基盤整備等による体

力の強化や生産技術の高度化、高品質化を目指し第一次産業を魅力あるものにすることで就労意欲を高め、

また若者や就農希望者が就農しやすい環境を整備することにより後継者を確保する。そして一次産業で生産

されたものを加工し付加価値をつけるなど、第一次産業から第二次、第三次産業まで地域での連携を図り特

産品として売出す。また山と四万十川など豊かな自然を活用した体験型観光を進め、特産品と観光を併せた

「西土佐」という地域まるごとをブランド化し、西土佐地域を売り出していく。その中で新たな産業と観光

の振興を図り、第一次産業の後継者と併せ、第二次、第三次産業の若者の新規雇用へつなげていく取り組み

を進めていく。 

 

ウ 産業構造の変化、経済的な立地特性、社会経済的発展の方向の概要 

① 産業構造の変化 

本区域の主要産業は農林業であるが、林野面積が91％を占め農用地面積は２％に過ぎないため、農業立

地としては厳しい。 

農業については、昭和45年の水稲転作開始以来、水稲栽培は所得につなげるためではなく、農地保全の

ために行われているのが実情である。また、転作休耕地を活用して園芸作物の振興を図り米ナス・シシト

ウ・ナバナなど一定の定着を見たが、輸入農産物の影響による価格低迷や生産者の高齢化や後継者不足、

鳥獣害も相まって、農家にとっては厳しい状況が続いている。 
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林業については、昭和30年代の薪炭生産地は石油系燃料の普及によって構造改革を迫られ、スギ・ヒ

ノキなどの人工造林への転換、シイタケを中心とする特用林産物への活路を開いた。しかし、輸入木材の

市場拡大や木材価格の低迷等によって全般的な不振に陥っている。今後は新たに創設された森林環境譲与

税を活用し、経営管理が行われていない未整備林を調査し、その結果に応じた施業を行ない、森林管理の

適正化を図る。 

第二次産業については、経済の成長に合わせて公共事業を中心とする建設業が業績を伸ばしてきたが、近

年、国・地方自治体等の財政運営悪化によって事業が激減し低迷している。 

第三次産業については、四万十川を中心とした体験型観光が注目を浴び、広域で修学旅行誘致等を推進

している。四万十川ブームの時期に比べると、入込客数は減少傾向にある。近隣市町村に類似施設が建設

されたことにもよるが、本区域の特性、魅力を活かした四万十観光を探索し、リピーターや新規観光客の

確保が重要となっている。 

 

② 経済的な立地特性 

本市の中で過疎地域の指定を受けている西土佐地域は県の西南部に属し、本区域で行政や医療、金融機

関、商店等がある江川﨑地区周辺からは、高知市へ114ｋｍ、四万十市役所へ35ｋｍ、愛媛県宇和島市へ

32ｋｍの位置にある。東は旧十和村（四万十町）、北西部は愛媛県松野町、西南は宿毛市、南は旧中村市

（四万十市）に接している。 

道路改良状況については、旧窪川町（四万十町）と宇和島市を結ぶ国道381号は本区域での改良が完了

し時間と距離の短縮が図られた。一方、四万十市中心部に向かう国道441号については、網代バイパスの

完成により当区間の利便性は向上したが、残る口屋内バイパス及び中半バイパスの完成にはまだまだ時間

が必要である。大型観光バスの通行が困難であり、観光振興や合併後の旧市村との交流を阻害している現

状があり問題の早期解消は、生活道として道路を利用する沿線住民の切実な願いでもある。 

鉄道については、JR予土線が本区域の北部を横断するように宇和島と旧窪川町とを結んでおり、予讃

線、土讃線と接続している。しかし近年の利用客減少により平成22年にJR江川﨑駅が無人化された。 

最寄りの空港から本区域まで2時間30分を要する現状を「外国に行くより時間が掛かる」と表現する来

訪者もいる。人・物・情報等がスムーズに効率よく動けることが、地域経済の活性化の必要条件であるこ

とから、諸々の面で条件不利の地域といえる。 

     

③ 社会経済的発展の方向 

本区域の経済については経済基盤が弱く、国が時代に応じて推進する経済政策によって地域の経済が左

右される状態が続いている。都市部の工業発展と企業立地による地域の人口流出、転作を推奨し園芸作物

に転換する中での安価な輸入作物による影響、農林業の担い手不足、地域の貴重な雇用の場であった建設

業界においては公共事業削減による雇用の喪失と道路整備の遅滞など、経済面の自立促進が安定かつ計画

的に進めることができない状況が続いている。そのなかで経済発展の方向性として本区域の特性を活かす

次の項目が重要である。 

 

○ 人材の確保と育成 

長年にわたって、人口流失と頭脳流失が続いている。地域振興のための人づくりを積極的に行うととも

に、農林業の担い手や人材を地域に呼び込む受け入れ体制の整備を行う。 

 

 

○ 資源の活用 

ａ．森林整備と木材工業の振興 
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若者の定住のためには就労の場の確保が必要条件で、森林は本区域の最も大きな地域資源であり、環

境保全の面からも森林整備及び木材工業の振興が必要である。 

ｂ．自然体験観光の振興 

森林資源に次ぐ資源である最後の清流四万十川を守り育て、自然に触れ合う機会をつくる観光振興

は、時代の流れに添った産業振興だといえる。 

○ 土地に根ざした基幹産業を守る 

農業は平地を、林業は林野を保全する産業であり、そのことは国土の保全にも貢献している。その振

興は地方の役割である。産業振興とは一挙に規模を拡大するのは難しく、一定の期間を要する。その点

で農業は１年ごとに成果が見える産業であり、短期的に効果が現れる。そのために規模や生産条件の弱

い中山間地の農業においては基盤整備等の検討も進めていく。 

○ 不利な地理的特性を補う 

情報化の推進は、地理的に不利な条件を補う対策のひとつである。情報の交換によって交流の輪を広

げ、その輪の中で地域の枠を越えて触れ合うことのできる地域づくりを目指す。 
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（2）人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移 

本区域の人口は表1-1（1）のとおり、昭和35年は8,469人を有していたが平成27年には2,877人と、55

年間で66.0％減少している。若年者比率は昭和35年の18.2％が6.9％と減少している一方、高齢者比率は

7.9％から45.1％へと大幅に増加し、本格的な少子高齢化社会を迎えている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
② 人口の見通し 

四万十市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンによると、本区域を含めた本市全体の人口は予測では、

本市の人口は今後も減少を続け、国立社会保障・人口問題研究所による推計を実態に近似するように補正

した趨勢人口は、2015年10月１日を34,393人と推計し、2020年には約32,548人、2060年には半数以下

の16,341人程度まで減少していくことが見込まれている。その中でも中山間地域であり人口減少と少子高

齢化が先行している本区域においては、人口減少と高齢化率の上昇はこれらの推計を上回るペースで進む

ものと考えられる。 

 

表1-1（1）人口の推移（旧西土佐村　国勢調査）
昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

8,469 5,117 △ 39.6 4,250 △ 16.9 3,571 △ 16.0 2,877 △ 19.4

3,099 1,188 △ 61.7 756 △ 36.4 444 △ 41.3 258 △ 41.9

4,702 3,248 △ 30.9 2,570 △ 20.9 1,799 △ 30.0 1,319 △ 26.7

0 0 - 0 - 0 - 0
％ ％ - ％ - ％ - ％ -

18.2 15.0 11.2 9.4 6.9
％ ％ - ％ - ％ - ％ -
7.9 14.3 21.7 37.2 45.1

200 △ 40.5

（a）/総数
若年者比率

43.7 1,300 △ 2.1

477

（ｂ）/総数

15歳～64歳

うち
15歳～29歳
（a）

0歳～14歳

高齢者比率

平成27年

△ 38.5

668 741 10.9 924 24.7

1,543 776 △ 49.7

不詳

1,328

336

昭和50年 平成2年 平成17年

65歳以上（ｂ）

区分

総　数

△ 29.6

表1-1（2）人口の推移（四万十市　国勢調査）
昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

47,420 39,614 △ 16.5 40,066 1.1 37,917 △ 12.4 34,313 △ 9.6

14,887 8,722 △ 41.4 7,610 △ 12.7 5,086 △ 33.2 4,052 △ 20.3

28,481 25,611 △ 10.1 25,219 △ 1.5 22,582 △ 10.5 18,391 △ 18.6

0 0 - 136 - 0 - 0
％ ％ - ％ - ％ - ％ -

11.8 10.2 7.6 13.5 10.0
％ ％ - ％ - ％ - ％ -
8.5 13.3 17.7 27.0 34.5

15.8

高齢者比率

△ 32.3

65歳以上（ｂ） 4,052 5,281 30.3 7,101 34.5 10,249 44.3 11,870

5,582 4,037 △ 27.7 3,037 △ 24.8 5,108

（a）/総数
若年者比率
（ｂ）/総数

区分
昭和50年 平成2年

不詳

平成17年 平成27年

68.2 3,457

0歳～14歳

総　数

15歳～64歳

うち
15歳～29歳
（a）
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参考：西土佐地域の人口予測  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ※2015年国勢調査に基づく人口予測(社人研推計準拠） 
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③ 産業の推移と動向 

本区域の就業者数は昭和35年～平成27年の55年間に2,582人（61.9％）の減となっている。 

第一次産業就業人口は、2,544人(80.7％)の減となった。このことは農林業労働者の高齢化、第二次、第

三次産業への移行と兼業化の傾向へと変わりつつあるものと思われる。 

第二次産業の就業人口は、17人(６％)の微減となっている。 

第三次産業の就業人口は、18人(2.4％)の微減となっている。 

就業人口比率からは今後も、第二次産業、第三次産業への移行が想定される｡しかし、第二次産業の約

60％を占める建設業は公共土木事業に大きく依存しており、自治体の財政が厳しい状況の中で、就業者は

減少傾向にある。また、木材加工など、これに代わる職場づくりを進める必要がある。基幹産業の農林業

は、引き続き振興策を講じるとともに、観光事業など地域の特性を活かした第三次産業の振興を図る必要

がある。 

 
表１－１(３) 産業別人口の動向(旧西土佐村 国勢調査） 
 

区   分 
昭和35 昭和40 昭和45 昭和50 昭和55 昭和60 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総   数 
人 

4,167 
人 

3,228 
％ 

△22.5 
人 

3,067 
％ 

△5.0 
人 

2,617 
％ 

△14.7 
人 

2,719 
％ 
3.9 

人 
2,569 

％ 
△5.5 

第 １ 次 産 業 

就 業 人 口 比 率 

％ 

75.6 

％ 

67.4 
― 

％ 

65.7 
― 

％ 

60.5 
― 

％ 

55.1 
― 

％ 

50.6 
― 

第 ２ 次 産 業 

就 業 人 口 比 率 

％ 

6.8 

％ 

9.5 
― 

％ 

9.5 
― 

％ 

13.0 
― 

％ 

18.1 
― 

％ 

18.6 
― 

第 ３ 次 産 業 

就 業 人 口 比 率 

％ 

17.6 

％ 

23.1 
― 

％ 

24.8 
― 

％ 

26.5 
― 

％ 

26.8 
― 

％ 

30.8 
― 

 

区   分 
平成2 平成7 平成12 平成17 平成22 平成27 

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 績 増減率 

総   数 
人 

2,304 
％ 

△10.3 
人 

2,272 
％ 

△1.4 
人 

2,051 
％ 

△9.7 
人 

1,857 
％ 

△9.5 
人 

1,683 
％ 

△9.4 
人 

1,585 
％ 

△5.8 

第 １ 次 産 業 

就業人口比率 

％ 

42.5 
― 

％ 

38.8 
― 

％ 

34.3 
― 

％ 

34.0 
― 

％ 

38.3 
― 

％ 

38.2 
― 

第 ２ 次 産 業 

就業人口比率 

％ 

23.8 
― 

％ 

26.3 
― 

％ 

21.9 
― 

％ 

21.6 
― 

％ 

17.0 
― 

％ 

16.7 
― 

第 ３ 次 産 業 

就業人口比率 

％ 

33.7 
― 

％ 

34.9 
― 

％ 

43.8 
― 

％ 

44.4 
― 

％ 

44.6 
― 

％ 

45.1 
― 

 
 

産業別人口の動向(四万十市 国勢調査） 

区   分 
昭和35 昭和40 昭和45 昭和50 昭和55 昭和60 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総   数 
人 

24,144 

人 

20,674 

％ 

△14.4 

人 

21,172 

％ 

2.4 

人 

20,263 

％ 

△4.3 

人 

20,646 

％ 

1.9 

人 

20,031 

％ 

△3.0 

第 １ 次 産 業 

就 業 人 口 比 率 

％ 

58.1 

％ 

46.1 
― 

％ 

40.5 
― 

％ 

31.3 
― 

％ 

25.1 
― 

％ 

21.8 
― 

第 ２ 次 産 業 

就 業 人 口 比 率 

％ 

9.6 

％ 

13.4 
― 

％ 

13.6 
― 

％ 

17.0 
― 

％ 

19.3 
― 

％ 

19.1 
― 

第 ３ 次 産 業 

就 業 人 口 比 率 

％ 

32.3 

％ 

40.5 
― 

％ 

45.9 
― 

％ 

51.7 
― 

％ 

55.6 
― 

％ 

59.1 
― 

 

区   分 
平成2 平成7 平成12 平成17 平成22 平成27 

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 績 増減率 

総   数 
人 

19,796 

％ 

△1.2 

人 

19,938 

％ 

△0.7 

人 

19,203 

％ 

△3.7 

人 

18,179 

％ 

△5.3 

人 

16,278 

％ 

△10.5 

人 

15,605 

％ 

△4.1 

第 １ 次 産 業 

就業人口比率 

％ 

16.9 
― 

％ 

14.3 
― 

％ 

11.5 
― 

％ 

11.3 
― 

％ 

11.5 
― 

％ 

11.6 
― 
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第 ２ 次 産 業 

就業人口比率 

％ 

21.4 
― 

％ 

21.8 
― 

％ 

21.1 
― 

％ 

18.0 
― 

％ 

15.3 
― 

％ 

16.0 
― 

第 ３ 次 産 業 

就業人口比率 

％ 

61.7 
― 

％ 

63.9 
― 

％ 

67.4 
― 

％ 

70.7 
― 

％ 

72.8 
― 

％ 

72.4 
― 
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（3）行財政の状況 

① 行政の状況 

昭和33年４月、津大村と江川﨑村が合併して西土佐村が発足した。以後、新村建設計画、西土佐村振興計

画を策定し、長期的な視野に立った施策を展開した。組織改革や事務処理合理化、電算化などによる事務の

効率化も図ってきた。行政区画にはそれぞれに区長をおき、行政と地域住民とを結び付けている。また、民

間公共的団体（農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会、観光協会、社会福祉協議会）との連携に

よって効率的な運営を図ってきた経過がある。また、幡多広域７ヵ市町村で特別養護老人ホーム、公設市

場、郷土資料館、身体障害児(者)施設の管理運営を行ってきた経過がある。平成17年４月に中村市と合併し

て四万十市が誕生すると、四万十市建設計画及び四万十市総合計画による基本方針と重点施策に基づき本区

域の行政を行っている。 

社会が複雑化する中で、市民の行政に対する要望も多種多様化し、それに応える技術や専門性の知識の取

得が必要である。行政組織においてもさらなる構造改革を求められている。このため、行政サービスを提供

する行政の運営にあたっては、常に情報の収集に努め、時代に対応するための組織機構の合理的運営および

事務処理の改善と合理化を図る必要がある。 

 

② 財政の状況 

旧西土佐村の財政規模は平成15年度一般会計決算で歳入37億2594万円、歳出35億9976万円であった

が、財源の大半を地方交付税と地方債に依存していた。平成17年の合併後の本市の財政状況は表1-2（1）

の通りである。 

現在の財政状況は自主財源の割合は約３割程度で、地方交付税などの財源に依存している構造となってい

る。今後は、合併による財政支援措置の終了や新型コロナウイルス感染症の影響による国税の減収に伴い、

地方交付税の減額など歳入面において厳しい状況が予想される。また、歳出面においても感染症対応の新た

な財政需要とともに、社会保障関係経費の負担は大きく、老朽化が著しい公共施設の長寿命化対策経費の増

額等により、財政の環境は引き続き厳しい状況が続くと予想され、投資的経費の用途選択は大きな鍵とな

る。 

今後更に合理化を行い、消費的経費の節減に努めるとともに、自主財源の確保を図り、効果的な後継者対

策や立ち遅れた社会的資本の拡充のために、道路、農林業の基盤整備、生活環境の整備、住宅などの普通建

設事業の整備推進に努めながらも、長期的展望に立った財政の健全化を推進しなければならない。 
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表１－２（１）市町村財政の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入　総　額　Ａ

歳　出　総　額　Ｂ

(単位：千円）

区　　　分 平成22年度 平成27年度 令和元年度

21,493,563 22,704,583 21,617,556

一 般 財 源 12,329,781 12,963,632 12,520,771

国 庫 支 出 金 2,905,025 3,261,058 2,860,603

都 道 府 県 支 出 金 1,885,721 2,039,914 1,849,670

地 方 債 2,749,800 2,609,400 1,631,400

う　ち　過　疎　債 139,900 617,100 218,200

そ の 他 1,623,236 1,830,579 2,755,112

21,224,257 22,111,127 21,283,294

義 務 的 経 費 9,956,932 9,654,963 9,494,743

投 資 的 経 費 4,268,552 4,110,177 2,570,108

う ち 普 通 建 設 業　 4,207,038 3,728,685 2,404,377

そ の 他 6,998,773 8,345,987 9,218,443

過 疎 対 策 事 業 1,052,227 1,266,955 809,457

歳 入 歳 出 差 引 額 Ｃ （ Ａ － Ｂ ） 269,306 593,456 334,262

翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 Ｄ 31,757 140,539 144,413

実 質 収 支 Ｃ － Ｄ 237,549 452,917 189,849

財 政 力 指 数 0.36 0.33 0.35

公 債 費 負 担 比 率 24.8 17.9 17.9

実 質 公 債 費 比 率 － － 11.0

起 債 制 限 比 率 － － －

経 常 収 支 比 率 88.6 88.6 91.8

将 来 負 担 比 率 － － 113.4

地 方 債 現 在 高 27,115,547 26,852,944 24,916,458
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③ 主要公共施設の整備状況 

本区域の市道整備状況は、表1-2（2）主要公共施設等の整備状況のとおり、市道の改良率・舗装とも一定

の進捗を示しているが、近年は事業費削減により進捗率が伸びず改良率は令和元年度末で59.3％と依然とし

て低い。 

農林道は、本区域にとって生産基盤の整備、生活道としても極めて大きな役割を果たしており、重点的に

投資をしてきた。集落が広範囲に点在する立地条件の下で、今後も必要に応じて改良や開設を進める。 

水道施設は昭和35年から着工し令和元年度末までに23施設（24水源）を整備した結果、普及率は98.5％

まで達している。 

下水道施設のない当地域では合併浄化槽による水洗化を図っており、水洗化率は平成12年度から着実に数

値を伸ばしている。 

人口千人当たりの診療所の病床数について、本区域の西土佐診療所の病床数は 19床で変わらず、本区域の

人口減少により数値が微増している。 

 

表１-２(2) 主要公共施設等の整備状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧西土佐村

区分
昭和55年

度末
平成2年

度末
平成12年

度末
平成22年

度末
令和元年

度末
市町村道

改良率（％）
舗装率（％） 31.8 60.8 71.2 75.2 78.9

農道
延長（ｍ） - 34093.2 38766.2 23998.0 23998.0

耕地1ha当たり農道延長（ｍ） 31.0 48.4 55.9 55.6 55.6

林道
延長（ｍ） - - - 73491.9 73511.9

林野1ha当たり林道延長（ｍ） 6.2 7.3 8.9 9.6 9.6

水道普及率（％） 42.2 89.3 90.1 97.9 98.5

水洗化率（％） - - 16.4 24.2 39.0

人口千人当たり病院、診療所の
病床数（床）

- 4.3 4.8 5.8 7.2

四万十市

区分
昭和55年

度末
平成2年

度末
平成12年

度末
平成22年

度末
令和元年

度末
市町村道

改良率（％）
舗装率（％） 39.0 73.1 76.1 79.3 88.7

農道
延長（ｍ） - - - 91555.0 88561.0

耕地1ha当たり農道延長（ｍ） 113.2 115.4 123.2 40.7 37.5

林道
延長（ｍ） - - - 141948.2 141968.2

林野1ha当たり林道延長（ｍ） 5.9 7.5 9.0 8.6 8.6

水道普及率（％） 83.4 90.1 92.7 90.3 92.9

水洗化率（％） - - - 72.0 84.1

人口千人当たり病院、診療所の
病床数（床）

- - 27.5 24.3

27.4 35.2 46.6 53.3 59.3

20.5 35.2 38.7 45.6 58.0
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（4）地域の持続的発展の基本方針 

 本市が策定する「四万十市過疎地域持続的発展計画」（以下「本計画」という）は高知県が策定する「高知県

過疎地域持続的発展方針」に基づくとともに、本市の「四万十市総合計画」及び「四万十市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」や「四万十市産業振興計画」等の各計画と連携、整合性を図りつつ、本区域の持続的発展に

資する取り組みを推進していくものとする。 

  その中で、四万十市総合計画では「人が輝き、夢が生まれる 悠久と躍動のまち 四万十市」を目指すべき

将来の都市像として掲げ、その都市像の達成のために６つの基本目標を定めている。 

  

【基本目標】 

① 自然と共生した安心で快適なまちづくり 

② にぎわいと住みやすさのあるまちづくり 

③ 地域資源を活かした産業の力みなぎるまちづくり  

④ 豊かな心と学びを育むまちづくり  

⑤ 健やかで笑顔のある支えあいのまちづくり 

⑥ 協働で築く地域力のあるまちづくり 

 

この四万十市総合計画の基本目標の実現に向けての取り組みと歩調を合わせながら、本区域の持続的発展に

つなげていくための基本方針として、人口減少を克服すべき最大の課題として捉え、その対策として移住定住

の促進、地域資源等の活用による地域活力の向上、安心安全に暮らせる地域づくり、豊かな自然環境の保全等、

総合的な取り組みを行政、企業、団体、市民等との協働により推進していくことを基本方針とする。 

  

（5）地域の持続的発展のための基本目標 

  日本全体が人口減少、少子高齢化社会へ移行する中、本区域のような中山間地域が大部分を占める地域では、

人口減少、少子高齢化が加速しており、集落活動や農林業の後継者不足や空き家や耕作放棄地の増加、地域経

済の縮小、自然環境の保全等の地域課題の発生が懸念されている。これらの地域課題の主な要因は人口減少・

少子高齢化に起因するものが多く、本区域においても地域が将来にわたり持続的に発展していくためには、こ

の人口減少に伴う課題を解決し、ここで暮らす住民が夢や希望を持ちながら、安心して暮らし続けることがで

きる仕組みと対策が求められる。 

そのため、本計画における基本目標の考え方として、地域課題の最大の要因である人口減少を克服するため、

人口に関する目標を定め、その目標を達成するため各分野における施策を推進していくことで本区域の持続的

発展に資するものである。本市の中でも特に本区域は少子高齢化が進行しており、このことが人口の減少に大

きく影響を及ぼしている。しかし、このことを踏まえると本計画期間内の5年間の中で人口の自然増減の視点

から本区域の人口減少を改善させることは容易ではない。そのため移住や定住人口の増加による社会増減の均

衡を図ることで、本区域における人口減少の抑制につなげるものである。 

 

【基本目標】 

基本目標 目標指標 基準値 目標値（R7年） 

人口に関する目標   社会増減数 
H28～R2 △68人 

（5年平均△13.6人） 
    ±0人 

  ※過去５年間の社会増減は延べ△68人で年平均△13.6人。これを令和７年度末に均衡させる。 
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【参  考】 

 

 

 

（6）計画の達成状況の評価に関する事項 

  本計画の達成状況の評価については、四万十市過疎地域持続的発展計画フォローアップ委員会を設置し、毎

年度評価を行い、達成状況等により本計画の見直しを行っていくこととする。 

 

（7）計画期間 

計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間とする。 

   

（8）公共施設等総合管理計画との整合  

  本市では、平成29年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設等の管理に関する基本的な考え方

と実施方針並びに施設類型ごとの管理に関する基本的な方針を定めている。 

 本市の公共施設等総合管理計画では、本市の公共施設における現状と課題から将来、施設の長寿命化を目指

した改修・更新に掛かるコスト試算の結果を踏まえ、公共施設を建築系公共施設と土木系公共施設（土木系施

設、企業会計施設）に大別した上で検討を行い、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し、将来の更新

費用削減を目標としており、 今後の本区域における公共施設等の整備については、この公共施設等総合管理

計画の基本方針に基づき実施していくものとする。 

 

 

単位：人

年

区分

11 7 9 8 15 50 10

60 92 64 51 76 343 68.6

△ 49 △ 85 △ 55 △ 43 △ 61 △ 293 △58.6

年

区分

6 10 66 9.4

43 63 449 64.1

△ 37 △ 53 △ 383 △ 54.7

単位：人

年

区分

61 58 48 50 65 282 56.4

66 79 80 53 72 350 70

△ 5 △ 21 △ 32 △ 3 △ 7 △ 68 △13.6

年

区分

33 32 347 49.6

51 55 456 65.1

△ 18 △ 23 △ 109 △ 15.5

出生・死亡者数（住基）

平成28 平成29 平成30 令和元 小計 平均

出　　生

死　　亡

増減数

令和2

平均

出　　生

死　　亡

増減数

転入・転出者（住基）

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

平成30 令和元 令和2 小計

合計

平均

転　　入

転　　出

増減数

平均

転　　入

転　　出

増減数

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 合計

平成28 平成29
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「四万十市公共施設等総合管理計画」抜粋 

〇公共施設等総合管理計画の基本方針 

 

（１）建築系公共施設  

① 新規整備について 

長寿命化、維持補修計画などを適正に行い、既存施設の有効活用を図ります。新規建設等が必

要な場合は、中長期的な費用対効果を考慮します。 

老年人口、年少人口比率の変化に対応し公共施設の適正化を図ります。 

 

② 施設の更新（建て替え）について 

遊休施設を含めた施設の統合・整理を検討する際には、全体的な機能は維持しつつ複合化や類

似機能の集約化を図り、施設総量を縮減します。複合施設においては、管理・運営についても

PPP／PFIの活用を検討します。施設の複合化により空いた土地は、有効活用又は処分を促進しま

す。 

 

③ 施設総量（総床面積）について 

更新の際は、統合を検討し複合施設とすることで施設総量を減らすことを検討します。 

利用率が低く、将来的にも需要が見込めない施設については、運営及び利用目的の見直しを行

い、統廃合も検討します。 

 

④ 施設の維持管理、運営コストについて 

運営については指定管理の利用や地域住民による維持管理協力等、民間の活用を促進します。

PPP／PFIなど、民間の力を活用しながら施設を維持しつつ、改修・更新コスト及び管理運営 

コストの縮減に努めることを検討します。 

 

⑤ ゾーニング手法について 

施設ごとの活用方法を見直しながら、ゾーニング手法によって公共施設の数、規模、機能、位

置等を総合的に検討します。 

 

（２）土木系公共施設 

① 現状の投資額（一般財源）について 

予算の範囲内で、費用対効果や経済波及効果を考慮し、新設及び改修・更新をバランスよく実

施します。 

 

② ライフサイクルコストについて 

維持補修と長寿命化を可能な限り図るとともに、計画的、効率的な改修・更新を推進、ライフ

サイクルコストの縮減を目指します。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

《方 針》 

 人口減少及び少子高齢化が進む本区域においては、各産業分野や集落等での活動の担い手及び後継者の不足、

空き家や耕作放棄地の増加、地域経済の縮小による商店や事業所の閉鎖、税収の落ち込み等、多岐にわたる課

題の発生が懸念されており、その人口減少や人材確保に関わる対策が急務となっている。 

人口の減少を抑制するためには、人口の自然増と社会増の２つの視点から取り組みへのアプローチが考えら

れるが、長年にわたる本区域の著しい少子高齢化の現状を踏まえると、人口の自然減の克服は実現性が厳しい

ところである。そのため、転入者を増やし転出者を抑える社会増に資する施策が必要である。その施策の柱と

して、近年では都市部から地方への新しい人の流れを作り、地域外から人材を呼び込む移住促進が注目されて

いる。移住者を呼び込むためには、地域の魅力や地域資源を磨き上げ、それを地域外へプロモーションやPR活

動を通じて来訪者やファンを増やし、交流人口及び関係人口を拡大していき、移住定住につなげていく取り組

みと仕組みづくりが必要である。 

本市においても移住希望者を新たな人材として捉え、移住促進に取り組んでいるが、移住希望者が安心して

移住し地域に定住できるように各団体等と連携を図りながら、移住希望者と地域のマッチング、移住者の受け

入れ体制やお試し住宅の整備、空き家の掘り起こし、仕事の確保等の施策を展開していく。 

また、本市では平成24年度から導入した地域おこし協力隊の制度も活用し、地域活性化の協力者及び地域

産業の担い手として活動しているが、任期終了後も活動で培った経験とスキルを持つ人材として地域で活躍し

てもらえるよう、地域おこし協力隊の人材育成や定住に向けた必要な支援を行う。 

  また、移住者が住んでみたいと思う魅力ある地域を実現することで、地域の良さを見つめ直し、本区域で暮

らす住民の定住も目指す。 

 

（1）現況と問題点 

  近年、都市部においてはライフスタイルの変化や新しい生き方、豊かな自然環境を求め、地方へ移住を希望

する移住希望者が増加傾向にある。また、全国的に地方においては国が推し進める地方創生の流れを受け、移

住希望者や地域おこし協力隊等の地域外からの人材を求める動きが活発化している。その中で移住希望者に選

ばれる魅力ある地域として、本区域では四万十川に代表される豊かな自然での暮らしを求める移住希望者もい

る。その一方で、移住の実現には住む家や仕事といった生活の基盤となるものの確保が必要である。また、移

住希望者の細かなニーズへの対応や不安の解消といった支援も求められる。 

 

（2）その対策 

 〇移住・定住・地域間交流の促進 

四万十市及び四万十市の移住に取り組むNPO法人「四万十市への移住を支援する会」への移住支援登録数は

近年200件近くあり、本市全体への移住成功組数は年間30組で推移している。その中で本区域への移住成功組

数は平成28年度から令和２年度の５年間で22組（年平均4.4組）の実績がある。この他、四万十市では高知

県が委嘱する「地域移住サポーター」と連携した移住支援も行い、官民共同による移住支援を行っている。具

体的には移住前には、移住希望者との面談を通じた田舎暮らしのアドバイス、空き家や仕事の紹介、空き家の

契約、移住後も困りごとの解消に取り組む等フォローする支援体制ができている。令和２年度には本区域に移

住支援用のお試し住宅も整備し令和２年度から運用を開始する。今後も、より中山間地域ならではのライフス

タイルを求める移住希望者へPR活動を展開し、本区域への移住を促進する。 

 

 〇人材育成 

  本区域で不足する担い手を確保するため、農業分野では本区域にある農業研修施設である農業公社を活用し、
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農業従事者を育成する。林業分野では森林環境譲与税を活用した若者の就業促進のための研修や技術習得に対

する助成等を行う。この他、地域おこし協力隊へ任期終了後を見据えた各起業に関する研修制度を紹介し知見

や技術取得等による人材の育成を図る。 

   

〇地域間交流の促進 

 本区域にあるグリーンツーリズム特区（平成16年６月認定）等有効に活用する。特に、民間グループによる

体験型ツーリズムのメニュー化を支援するとともに、地場産品の特産品化とあわせて交流を促進していく。 

 

 

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

1 移住・定住・地域間交流

の促進、人材育成 

 

 

    

 ※事業名等については具体的な事業計画ができ次第、変更により適宜反映させる。 

 

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

  「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公

共施設等総合管理計画」に定める基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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３ 産業の振興 

 

《方 針》 

  過疎化・少子高齢化に加え長期化する経済不況の影響を受け、地域経済の悪化、地場産業の衰退が顕著にな

っており、地域の暮らしを支えていくためには、産業の振興は必要不可欠である。地域の産業の柱である農林

業を中心に、漁業、畜産業、商業・工業、観光の振興や、交流人口の拡大など、地域に根ざした取り組みを進

める。また、四万十市産業振興計画に沿って、新たな地域資源の開発や流通体制の構築、地産地消の促進から

地産外商の加速化などに地域の人が中心となって取り組めるよう、地域産業を創造・リードする人材育成を図

り、取り組みの成果が地域に還元できるシステムづくりを目指す。 

 

①農林水産業の振興 

  地域資源の有効活用と確保、生産基盤の整備、後継者育成や新規品目の導入、適地適作の推進など、地域の

環境や諸情勢を活かした多様な対策と事業導入により生活基盤を向上させ、産地力の強化、活力のある地域づ

くりを目指す。また、道の駅「よって西土佐」を拠点に、地域内の出品作物の確保、集出荷体制の仕組みを強

化するとともに、地産地消、地産外商を推進する。 

 

②畜産業の振興 

四万十牛としてのブランドが確立しつつあり、農業のみならず観光的側面からも大いに期待されていること

から、今後は産業間連携の柱として、HACCP 対応等により商品力を高めていくとともに、需要増加による肉牛

の肥育頭数拡大のため、新たな牧場整備を検討していく。 

 

③地場産業の振興 

  地域の生産物や資源を活用し、地域内で加工することで付加価値を高め、外販や新たな需要を開拓すること

で地域経済の底上げを目指す。 

 

④ 企業誘致対策 

  豊かな自然環境を活用した経営など地域と共存できる企業の誘致については、雇用を創出し後継者の確保に

つなげる視点から、地域住民とも協議のうえ検討していく。 

 

⑤起業の促進 

  交流や環境保全など地域の特性を新たな産業に結びつける取り組みを支援し、地域に定着させることで地域

全体の活性化を図る。 

 

⑥商業の振興 

  地域内消費の拡大と併せて、地域の素材を活用した商品化などほかの産業との連携により、地域外や県外へ

の消費活動の展開を図る。 

 

⑦観光業の振興 

  全国的に知名度の高い四万十川や旧環境庁に認定された「星空の街」など、地域内の魅力ある観光資源を活

かし、地域外から人を呼び込める取り組みを進めるとともに、令和２年４月に開業した四万十ひろばカヌー館

オートキャンプ場やホテル星羅四万十を拠点に滞在型観光を推進する。 
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（1）現況と問題点  

①農業 

    農業における現状及び課題では、農家数が高齢化や後継者不足で年々減少しており農地の維持管理が課題

となっている。主な農作物は、ナバナ・シシトウ・小ナス・米ナス・ユズ・栗であるが、特に栗については、

かつて高知県を代表する産地であったが、放棄地増加により生産量は最盛期の 10 分の１にまで減少してい

る。こうした中で試行錯誤を繰り返しながら、小面積で生産額の高い露地園芸作物の普及推進とほ場整備に

よる施設園芸の導入を図ってきた。また、価格低迷時に農業者の所得安定を図る「園芸作物価格安定基金制

度」の導入は、大きな役割を果たしてきた。しかし、価格低迷や鳥獣被害、異常気象による不作等により農

業収入が減少し、近年では基金の取り崩しが増えてきている。 

 ほ場整備率は令和２年度末で73.5％である。未整備地区の早期整備や制度事業の対象外地区の整備等が課

題となっている。 

地域農業を支える仕組みとして、複合経営拠点施設（西土佐農業公社）や各地で設立されている集落営農

組織等の取組みにより、労働力の補完や農作業の効率化、また増加しつつある耕作放棄を防ぐための支援を

行っている。また、西土佐農業公社では新規作物の導入研究や研修を通した新規就農者の育成を行っており

毎年1～2名の就農者を輩出している。しかし、生産者の高齢化及び後継者不足と鳥獣被害はより深刻化し、

価格低迷とあわせて農業者の生産意欲低下を招いている。 

 このような状況の中、地域の農産物を効果的に販売していく手段として、道の駅｢よって西土佐｣を拠点と

した地産地消、地産外商など販売力強化の取り組みが必要になってきている。 

  

②林業 

  貴重な森林資源の本地域の現況をみると、戦後営々と続けられてきた造林の推進により、民有林15,028haに

占める人工林面積は8,882haで、人工林率は約60％、その多くが11～13齢級であり、優良な人工林が形成され

ている。これらの森林に対する適切な間伐による森林整備が重要な課題であるが、林業の採算性の悪化などに

より林業生産活動が全般的に停滞し、間伐等が適正に実施されず、水源かん養機能や国土保全機能が十分発揮

できない森林が存在するようになっている。 

  このような状況から今後の森林施業は、間伐等の森林整備を積極的に実施するとともに、経済性重視の単層

林のみの施業を見直し、長伐期施業、複層林施業、生態学的に地域に適した多様な樹種を導入する施業を実施

し、水源のかん養や自然環境に配慮した森林整備を進めなければならない。 

  そのため、森林環境譲与税を活用し、未整備森林の調査を行い、森林経営管理制度に則した施業の実施や、

適正な森林管理の基盤となる林道、作業道等の路網整備を森林に及ぼす影響を最小限に抑えながら推進する

一方、森林組合や林業事業体等の育成・強化、環境保全の積極的な啓発などを通じて、森林所有者へ環境に配

慮した経営への意識の向上を図ることが求められている。 

 

③畜産業 

   地域商標登録もされ知名度も徐々に上がってきた「四万十牛」だが、肥育農家が一戸のみであり、需要に対

して供給が足りていない現状にある。今後、「四万十牛」ブランド確立のために、安定的な供給体制の構築が

必要となってきている。四万十牛の味の評価は非常に高く、その商品価値を知ってもらうための対外的ＰＲ方

法の検討や、新規販路開拓へのマーケティング戦略も課題である。 

 

④企業誘致 

   近年注目されている旧小学校等の遊休施設の有効活用と光ケーブル網を活用した IT や情報サービス関連

等の企業誘致に向けて、誘致の仕組み作りと施設改修及びインフラ整備が課題となっている。 
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⑤商業 

本区域の商業は、大部分が小規模な家族経営であり、経営者の高齢化などで近代化・合理化が図られてい

ない。また、本区域の購買力は隣接市町の大型店舗に流れ、ますます厳しい状況となっている。こうした現

状を少しでも改善するため、商工会を中心に平成 14年８月に「にしとさむらの商品券」、同年 12月に地域

流通商品券「ウエス土佐」を導入した。特に「ウエス土佐」は、極めて通貨に近い商品券として全国的にも

注目を浴びているが、現在流通額が伸び悩んでおり、更なる地域へのＰＲや啓発が必要である。 

 

⑥工業 

本区域の工業は、生産業者数、従事者数ともに少なく、規模も零細である。工業立地としては恵まれない

環境にあるが、雇用の場を確保する意味からも重要な政策課題となっている。特に森林資源の豊富な本区域

にとっては、林産加工業への新たな取り組みが、より効果的な雇用確保につながっていくものと思われる。 

 

⑦観光 

 令和元年度には 15 万人弱の観光客が夏場を中心に訪れ、四万十川でのカヌー体験をはじめ、観光遊覧船

やりんりんサイクル(レンタルサイクル)・川遊び・アユ漁や、黒尊山系の登山などのアクティビティに加え、

バラやユリ、紫陽花街道、黒尊渓谷の紅葉といった四季折々の自然を楽しんでいる。 

 市の観光拠点施設であるカヌー館を管理している西土佐四万十観光社（旧西土佐村観光協会）は、施設を

運営しながら観光客に対する観光案内窓口としての役割を果たしている。平成５年に営業を開始したホテル

星羅四万十は、第三セクターによる運営で、本区域のＰＲや特産品の活用につながっている。平成 11 年に

開設された環境・文化センター四万十楽舎は、廃校舎を活用した体験型観光宿泊施設としてだけではなく、

地域文化を伝承する生涯教育的な役割も担っている。平成 21年には、文化庁から四万十川流域の 5市町と

共に文化的景観の選定を受け、歴史的構造物と地域の生業等が新たな観光資源となった。また、古い民家を

改造した宿泊施設や農家民宿もできており、観光客や修学旅行生に好評を得ている。これらの観光施設は、

若者の雇用の場としても重要な役割を果たしている。文化的景観の選定と併せてこれらの観光施設、資源を

定着させていくことが必要である。 

 平成 10 年をピークに四万十ひろばや周辺キャンプ場でのテント張数は減少傾向にある。その現状を踏ま

え令和元年度に近年のアウトドア観光客のニーズに合わせて四万十ひろばにオートキャンプ場を整備。体験

プログラムづくりや滞在型観光の見直しなど、他産業との連携を図り、四万十市でしか体験できない独自の

観光スタイルの確立とオフシーズン対策が求められている。 

 

⑧水産 

四万十川には約 200種の魚種が生息しており、魚種及び漁獲高においても日本屈指の水産的価値がある。

流れが緩やかなため、本来汽水域に生息する魚種が約 50 キロ離れた本区域まで遡上するなど、全国的にも

稀な特徴といえる。天然アユや天然ウナギは高級魚として評価されているが、水量の低下や水温の上昇等の

要因から、近年その漁獲量が減少している。また、テナガエビやモクズガニについても、環境の変化による

個体数の減少や漁に伴う捕獲圧などが影響し、漁獲量は減少している。地域の収入源として、また観光資源

として、四万十川と支流域の資源を確保することが重要な課題である｡ 

 

⑨特産品開発と地産外商 

本区域には、地元の食材を利用して商品開発を行っているグループがいくつか存在し、地域おこし協力隊

の OB も地域の食材を利用した加工品を開発している。また、Ｉターン者が製作する竹細工や昔ながらの製

法で小刀等を製作する工房があり、希少価値のある熟練された製品を製造しているが、それらの商品を地域

外へ効果的に売り出せていない。加工食品については、HACCP 取得をした製品が少ないのもその原因の一つ
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であるため、今後地域の加工業者によるHACCP認証取得も課題である。 

 

（2）その対策 

①農業 

 本区域の基幹産業である農業の振興は地域活性化の基本であり、農業振興地域整備計画（平成23年4月）

等に沿い、生産基盤の整備、適正作物の導入、新規就農者の確保等を中心に、後継者対策に重点をおいた総

合的な振興を図っていく。また、これまでの出荷体制を基本に、直接販売等での所得向上と地産地消、施設

整備、環境循環型農業を並行して展開する。 

○ 生産基盤の整備 

農業経営の効率化をめざしてほ場整備に取り組んできたが、進捗率は73.5％である。今後においては、

地域全体の合意に基づき、担い手のニーズに沿った農業経営が展開できるよう、各種事業を組み合わせた

きめ細かな生産基盤整備（ほ場・農道・水路等）を推進していく。また、制度事業採択除外地では小規模

事業としての単独事業を継続し、農業後継者等へのレンタルハウスの整備も順次進めていく。 

○ 適正作物の導入 

      従来の園芸振興策とあわせて、地域特性を活かした作物の導入を図る。米ナスをはじめ有望品目につ

いて産地力の強化を図るとともに、県内有数の産地であった栗の産地再生を図る。また、就農者の多くを

占める高齢者の生産意欲や所得向上と合わせて、体力に合った作物の導入にも取り組む。 

○ 価格安定 

     園芸作物の価格安定に取り組み、農産物の生産強化と所得の安定に努める。 

○ 流通体制の整備 

従来の農業協同組合を中心とした流通体制と併せて、ブランド米等のこだわりのある作物については、

直接販売など独自の体制を展開していく。「四万十川」というネームバリューをフルに活用しながら、生

産者の顔が見える、消費者の安全を確保する体制を進め、四万十ブランドを確立していく。 

○ 集落営農方式の推進 

就農者の高齢化によって耕作放棄地が増えつつあるため、集落での話し合いを進め集落営農組織の育成

と支援を進める。集落ぐるみで農業機械の共同利用や農作業の共同化などの事業を展開していく。 

   ○ 複合経営拠点施設の機能充実 

     地域全体の農業を支える仕組みとして複合経営拠点施設（西土佐農業公社）において、新規就農者の

育成、新規作物等試作支援、育苗事業等の取り組みを進める。 

○ 農業後継者の確保 

農業公社や地域で活躍する篤農家と連携しながら新規作物の研究、開発や販路拡大、幅広い分野で活躍

できる人材育成を行うとともに、就農希望者が就農しやすい環境を整備するなど、農業後継者育成確保基

金等を活用し、若者を中心とする後継者の確保を図る。 

○ 地産地消・地産外商の推進 

    道の駅「よって西土佐」を地産地消・地産外商の拠点として位置づけ、生産者と消費者を繋ぐ中継地と

して、学校給食や宿泊関係施設、地元飲食店にも食材を提供するなど地産地消に取り組む。また、地域内

の農産物の集出荷システムを構築するとともに、県内外への外商活動に取り組む。 

○ 加工品開発 

  ユズ搾汁や栗などを加工し付加価値を高め、生産性と所得の向上を図る。また、道の駅を拠点として地

元農産物を活用した加工品を開発していく。  

  ○ 環境保全型農業の推進 

    環境に配慮したエコ栽培等により、安心安全な農産物の生産と消費者に信頼される産地作りに取り組 

   む。 
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  ○ 異業種からの農業参入推進 

    異業種からの農業参入について助言や支援等の取り組みを行う。 

○ 既存農業用水利施設の維持・更新 

    これまで営農のため使用してきた農業用水利施設は、整備後一定年数経過し老朽化等による機能低下

が発生している。今後においては、施設の予防保全対策や適時適切な維持更新のストックマネジメント

を徹底し、安定した営農活動環境の確保に向けた取り組みを行う。 

 

②林業 

競争力の強化や供給力の確保は県産材の販売を進めるうえで喫緊の課題となっているが、森林所有の細 

分化や投資意欲の減退、林業労働力の高齢化等、林業を取り巻く諸条件は厳しさを増しており、成熟した森 

林資源を積極的に利用するための効率的な施業の推進が緊急に求められている。 

このため、林業生産の適地において路網整備等の基盤整備を進め、将来にわたって安定的に木材を供給 

できる一団の森林（森の工場等）や森林施業の共同化による効率的な作業を進め、意欲ある事業体による

効率的かつ計画的な森林経営を促進し、安定した雇用の下、過疎地域の活性化を図る。 

また、森林環境譲与税を活用し、経営管理が行われていない未整備林を調査し、その結果に応じた施業 

を行ない、森林管理の適正化を図る。 

○ 作業システムについて  

     集約化推進区域の中で、利用間伐を主とする区域（成熟した人工林がまとまって賦存しており、利用

間伐を中心とした施業を集約的に実施することができる区域）においては、資源の効率的利用や長伐期化

に対応した繰り返しの間伐など、きめ細やかな施業を実施するため地形や地質、林内路網配置、幅員等を

総合的に勘案し、傾斜等に応じて路網整備・作業システムの構築を目指すこととする。 

○ 有害鳥獣対策  

     イノシシ・シカ・サル等による農林産物への被害はより深刻化しており、有効な被害防止・捕獲対策

の手段を検討していく。併せて捕獲された有害獣を利用しての商品化等、有効活用についても継続して取

り組む。 

○ 人材育成 

森林環境譲与税を活用し、若者の就業促進のための研修や技術習得に対する助成等を行う。 

○ 県産材の利用促進 

林業振興のため県産材を使用した公共施設等の建築を行う。特に市産材を用いた住宅建築について、そ

の購入費を補助し、県産材の需要喚起を図る。 

 

③畜産業 

    安定的な肉用牛の供給体制構築のため、新たな肥育農家の育成をすすめるとともに、牧場の規模拡大を検

討していく。また、観光業等との連携を図ることで新たな商品価値を生み出すとともに、インターネットを

活用した「四万十牛」の情報発信や販路開拓を進めていく。 

 

④企業誘致 

    本区域において雇用や人材誘致の視点から、情報サービス関連等の企業誘致を推進していく。そのため必

要となるインフラ等の整備を検討していく。 

 

⑤商業 

地元消費者のニーズに対応できる商業の再構築とあわせて、第一次産業や製造、観光産業等との連携を図 

っていく。また、消費活動を促進するイベントの活用も図っていく。    
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○ 地元商品の消費活動の推進 

地元の商品を地元で消費するために、地域全体で地元商品に対する消費活動活性化を図る。また農産

物の6次産業化など、商と農との連携を図り、特産品の商品化とあわせて県外客への売り込みやイベント

等を通じて外商活動を更に進めていく。 

○ 地域通貨の活用 

西土佐商工会が中心となって発行している西土佐地域流通商品券「ウエス土佐」の流通額の増加に努

め、地域内消費の拡大を図る。 

○ 江川﨑周辺の活性化 

商業、観光施設の集中する江川﨑周辺の施設間連携を図り、集客力の強化を図るとともに雇用の拡大

を目指す。 

〇 道の駅「よって西土佐」を拠点とした特産品開発と地産地消・地産外商 

道の駅を拠点として特産品の開発及び地産地消・地産外商を進めていく。そのために特産品開発の体

制づくり、営業部門の人材育成と市場のデータ収集、加工業者や消費者への情報発信等を行う。具体的

には観光関連施設や学校等への食材の提供、本区域で採れる農産物等（栗、柚子、イチゴ、鮎、ウナギ、

ツガニ等）を地元生産者や加工業者と連携して付加価値を付けた加工品を開発。商品の情報発信や店舗

での直接販売、地域内の商店や観光施設での販売も同時に進めていくとともに、ECサイトを活用し外部

への販路拡大も行い、積極的に西土佐地域の特産品を売り出し、交流人口増加や外貨獲得を目指す。 

 

⑥工業  

  地域資源を活用した製造業の育成に努める。 

○ 林産資源を活かした製材・加工業の振興 

地域産材の特色を活かした製材業と加工業の推進に努める。 

○ アロエの振興 

農業振興および雇用の場確保の視点からも、アロエ製品の加工製造を今後も維持する。 

○ 加工品製造の工業化 

      農林水産物の製品開発と加工品製造の工業化を推進していく。 

 

⑦観光 

 四万十川、スターウォッチング、山岳登山等の地域観光資源に、地域食材の魅力を体感できる取り組み 

を進めることで交流人口の増加を図り、滞在型観光から定住へとつなげる。 

○ 交流、滞在人口の拡大 

一般社団法人西土佐環境・文化センター四万十楽舎による里小屋オーナー制度、四万十市（四万十川）

のファンづくり、秋冬観光のプログラムづくり（体験型のインストラクター・観光ガイドの育成等）、県

地域アクションプラン「幡多広域における滞在型・体験型観光の推進」、「四万十市の地域資源を活用した

通年・滞在型観光の推進」との連携を通して、都市と農山村の体験型交流事業につなげる。また、交流、

滞在人口の拡大に必要な民宿や旅館等の宿泊業の整備を推進する。さらに、地域総合学習や社会科の学

習教材として四万十川の資源や農林業を活用した体験型プログラムを開発し、小・中・高等学校の修学旅

行の誘致を目指していく。 

○ 郷土料理とお土産品の商品化 

    旬の食材を活かした郷土料理や地域食材を活用したお土産品の商品化、定番化を進める。 

○ 観光施設等の運営及び連携 

    道の駅、カヌー館、ホテル星羅四万十、四万十ひろば、天体観測施設等の適切な管理運営を行うととも

に、各事業所間や民間事業所との連携により、地域に新たな観光資源を創出する。 
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○ 道の駅「よって西土佐」の機能強化 

年間20万人以上が訪れる地域の観光・商工の拠点施設である道の駅「よって西土佐」の施設機能の充

実、独自商品の開発、人材育成を推進することで、より魅力ある道の駅への成長を促し、県内外の幅広い

地域からの交流人口増加を図る。 

○ 体験型観光の推進 

県地域アクションプラン「幡多広域における滞在型・体験型観光の推進」と連携し、四万十ひろばオー

トキャンプ場等体験型の観光施設の機能を有効に活用しながら体験型、滞在型の観光を推進する。また併

せて地元食材の消費促進と絡め、しまんとリバーベキュープロジェクトを推進する。 

 

⑧水産 

 内水面漁業振興のために、流域市町や漁業協同組合と連携を図るとともに、環境保全のためにも乱獲

防止や生態系保全のための施策を進めていく。 

○ 水産と観光の連携 

 アユやエビ、ツガニ、ナマズ等の四万十川の資源を有効に活用し、季節に合った食材として提供する

ことで、観光産業との連携を図っていく。また、県のアユ王国高知振興ビジョンと連携した取り組みを行

うことで、アユを観光資源として有効に活用する。 

内水面漁業振興のために、流域市町村と連携を図るとともに、環境保全のためにも乱獲防止や生態系保

全のための施策を進めていく。 

  ○ 河川環境の改善 

    河川管理者および流域の関係機関と連携し、環境変化についての状況を把握・分析し、有効な保全方法

を検討、実施することにより、河川環境の再生を図る。 

 

⑨特産品開発と地産外商 

近年、地産地消に加え地産外商への取り組みが必須となっており、商品を効率的、効果的に販売してい

くため、道の駅「よって西土佐」の地域商社機能を活用した販売を進めていく。また、地元加工業者へ

HACCP認証の推進を図り、商品の付加価値を上げる取り組みを進めていく。 
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（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

2 産業の振興 ⑴ 基盤整備       

    
農業 

アロエ製品加工施設設備 四万十市   

  農道退避所設置工事（半家） 四万十市  

    林業 緊急間伐総合支援事業（作業道間伐） 四万十市   

      作業道路開設 
森林組合及び

林業事業体 
  

      公有林造成事業 四万十市   

      森林整備地域活動支援交付金事業 四万十市   

  ⑶ 経営近代化施設       

    農業 園芸用ハウス整備事業 農業協同組合   

   栗産地再生事業 四万十市  

  ⑼ 
観光又はレクリエー

ション 
道の駅展望デッキ整備事業 四万十市   

      ホテル星羅四万十ルーフトップ整備事業 四万十市   

      ホテル星羅四万十施設・設備工事 四万十市   

      四万十川親水公園整備事業 四万十市   

  ⑽ 
過疎地域持続的発展

特別事業 
      

    第1次産業 

新規就農研修支援事業 

  過疎化が進行する本区域では農業の後

継者不足対策が急務である。新規就農者に

栽培技術の取得と経営感覚を身につけさせ

るため、公益財団法人四万十市農業公社で

の実践的研修に関わる経費について支援

することにより、過疎地における農業後継

者づくりを推進し、将来にわたり安心安全な

生活が存続できる地域の基盤づくりを推進

する。 

四万十市   

      

栗産地再生事業 

  栗栽培で暮らせる仕組みの確立に向け、

栽培技術の普及や生産者への補助制度の

充実、また水田等平場での省力化栽培を推

進する。更には市場単価向上に向け、栗の

ブランディングを行い、生産から加工販売ま

での様々な取り組みを包括的に支援するこ

とで、良質な栗の産地再生を図る。 

四万十市   
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総合営農指導拠点施設運営事業 

  農業振興の推進と併せて農業を中心とし

た地域づくりを進めるため、中核的担い手

農家の育成、農作業の受託及び委託の推

進、新規就農者の研修事業の実施、農業構

造改善の推進、新規農産物の開発等を行い

地域経済の向上を図る 

四万十市   

      

集落営農体制整備事業 

 中山間地域において農業所得の確保、生

産性向上に取り組む集落営農組織に対して

補助金を交付し、地域農業の維持、再生を

図る。 

四万十市   

      

有害鳥獣緊急対策事業 

 過疎化による耕作放棄地の増加により、

シカやイノシシ等の有害鳥獣が個体数を増

やして農林産物に深刻な被害をもたらして

いる。農作物を保護するための防護柵の設

置支援と有害鳥獣の捕獲に対する報償を行

い、耕作放棄地の拡大防止や山林資源の

保護など、過疎地域の主要産業である農林

業を保護し、生活の基盤の確保を推進す

る。 

四万十市   

      

農業担い手確保対策事業 

 中山間地域の農業担い手確保のために、

農業研修希望者や就農希望者が利用でき

る住宅環境確保のための支援を行う。 

四万十市   

    観光 

道の駅「よって西土佐」管理運営 

 道の駅を拠点として都市住民との交流、農

林水産業の振興及び情報発信等を行うこと

で地域活性化を図る。 

四万十市   

      

カヌー館管理運営 

 地域の観光拠点施設として、カヌー館やオ

ートキャンプ場、ログハウス等を運営すると

ともに、様々なアクティビティを通じて体験

型、滞在型観光を推進する。 

四万十市   

      

しまんとリバーベキュープロジェクト 

 BBQ用ガスグリルを整備し、地域食材の

利用促進とインストラクター養成のための

講習会やイベントを開催し、四万十の食の

魅力を内外に発信し、交流人口の増加と農

産物等の生産消費拡大を図る。 

四万十市   
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ホテル星羅四万十ルーフトップ及び道の駅

展望デッキ工事 

 四万十川の景観を活かしながら BBQの

聖地として本市をPRし、BBQでのおもてな

しを行うための拠点となる屋外施設の整備

に係わる設計を行う。 

四万十市   

 

 

（4）産業振興促進事項 

 ア 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備   考 

西土佐地域 
製造業、情報サービス業等、

農林水産物等販売業、旅館業 

令和３年４月１日 

～令和８年３月31日 
 

※本区域における産業振興については、状況に応じて、周辺市町村及び高知県と連携して取り組む。 

 

イ 当該業種の振興を促進するために行う事業 

   上記（2）（3）のとおり 

 

（5）公共施設等総合管理計画との整合 

  「産業の振興」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総合管理計画」に定める

基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

４ 地域における情報化 

 

《方 針》 

本区域の産業振興や住民の生活環境の利便性、災害時の情報伝達、物流の確保、医療及び教育の充実等を図

るため、情報通信技術の活用を進める。進化する最先端の情報技術の導入やデジタル化に対応できる人材確保

を図っていく。 

  

（1）現況と問題点 

 ①情報化 

 本区域では平成 21 年度に光ケーブルによる情報基盤が整備されたことによって地上デジタル放送への

対応、高速インターネット環境が整い、IP告知端末による防災・災害情報の発信、医療・福祉、産業・観

光などにおける情報ネットワークが活用できる環境が整った。このことにより都市部との情報格差はある

程度縮まったと言える。なお防災行政無線は令和２年度末をもって無線機能の停止を行いIP告知端末によ

る情報発信に統一化した。携帯電話については概ね不感地帯の解消が図られているが、なお一部携帯電話

を利用できない地域が存在する。 

    課題としては現在の情報化社会や次のSocity5.0（サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させた

システムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会）の実現に向けて、対応できる

人材の確保と育成が求められる。 

 

（2）その対策 

①情報化 

防災行政放送施設の維持管理及び無線基地局の設置等を積極的に進める。 

○ 防災行政放送施設の維持管理 

本区域で各家庭に設置している IP告知端末や集落の屋外放送施設は、本区域の情報収集において必要

不可欠である。そのため必要な維持管理を行っていく。 

○ 無線基地局 

携帯電話等が利用できないエリアへ無線基地局の整備を推進する。 

  ○ 災害時の情報伝達 

     スマートフォンや携帯電話へ災害発生の危険性の情報や避難所等の情報を発信し、住民の安心安全につ

なげていく 

 ○ 行政手続のオンライン化やRPAの導入により、市民サービスの向上を図るとともに、行政事務の効率化

に取り組む。 

○ 先端技術の活用と人材確保 

     防災・災害、医療・福祉、産業・観光分野で先端技術（AI,ビックデータ、IoT）の活用や情報化社会、

デジタル化社会に対応できる人材の確保と育成を図っていく。 

 

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

3 地域における情報化 

 

 

    

 ※事業名等については具体的な事業計画ができ次第、変更により適宜反映させる。 
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（4）公共施設等総合管理計画との整合 

 「地域における情報化」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総合管理計画」

に定める基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 

《方 針》 

国道・県道及び市道の整備 

  国道及び県道については、交流人口の拡大と地域生活の快適性や安全性の向上を目指した整備を促進する

ため事業主体及び関係機関と連携・強化を図る。また、市道については集落間を結ぶ路線の改良、危険箇所の

解消、橋梁等道路構造物の長寿命化対策、交通安全等に配慮した整備を推進する。 

 

農道、林道の整備 

   国道、県道及び市道と連携した整備を必要に応じて進める。 

 

交通手段の確保 

   高齢化が進む本区域において、高齢者等の暮らしを支える鉄道やバスの公共交通を維持していく。  

 

（1）現況と問題点 

①道路 

地方創生と国土強靭化に資する本区域の交通網は、国道441号、381号の２本の国道を軸に、県道、市道

等が有機的に結ばれ一定のネットワークを構築している。しかしながら、国道441号は四万十市街地と本区

域を結ぶ根幹となる路線であるが、未改良区間も多く残存するため早期整備が最大の課題となっている。ま

た、県道３路線も改良率は低く、急カーブや狭い幅員のため大型車の相互通行が困難な箇所が多く残存する

ため、早期解消が求められている。 

また、市道は国道や県道とのネットワークを形成し、交通体系をより効果的な路線となるが、整備の水準

は低く、未改良や未舗装の路線も存在する。さらには橋梁などの老朽化対策が急務となっており、既存施設

の有効活用と延命化のための維持管理の重要性も問われている。 

    

②交通手段の確保 

〇 鉄道 

本区域の鉄道では、四万十町（旧窪川町）と宇和島市を結ぶJR予土線が国道381号と並行している。四

万十市、四万十町の沿線２市町で広域組織（高知県予土線利用促進対策協議会）を組織し、当該路線の利

用促進ならびに存続に向けた取組みを行ってきた。しかし沿線自治体の人口減少を背景に利用者が減少し

ており、収益性の悪化により運行本数の減便につながっている。減便により通院者、学生等の日常利用と

観光客の予土線利用の利便性が低下することが見込まれ、今後その影響が懸念される。 

〇 バス 

本区域において、中心部の江川﨑から中村方面を結ぶ口屋内線と奥屋内方面への黒尊線が定時定路線の

バスとして運行し、岩間から下流と黒尊川流域を除く地域では、平成23年３月から電話予約により区域

運行を行うデマンドバスが運行している。デマンドバスの運行開始により運行区域内は自宅近くまでバス

の乗り入れが可能となったことや100円刻みの運賃導入など、バス利用の利便性を向上させる取り組みを

行ってきた。 

本市のバス運行に関する課題としては、人口減少を背景に利用者の減少とそれに伴う公共交通を維持

するための財政負担の増加が懸念されている。また本区域を運行する路線バスの車両とデマンドバスの車

両が導入後10年以上経過していることから車両の更新も必要である。 
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 （2）その対策 

①道路 

国、県道の早期改良、市道網の整備促進とともに、既存施設の維持管理に努める。 

○ 国道の改良 

国道441号については、早期整備実現に向けて強く働きかけていく。 

○  県道の改良 

県道西土佐松野線をはじめとする県道の改良を強力に要請していく。 

○ 市道等の改良 

集落間を結ぶ路線の早期改良を進め、防災など緊急を要する箇所の整備、危険箇所を優先して改良・

舗装を行っていく。あわせて、橋梁の点検及び修繕、老朽化した舗装の打ち替え等、既存施設の延命化

を図っていく。 

 

②交通手段の確保 

    利便性向上を目標に、関係団体との連携強化に努める。 

  ○ 鉄道 

JR予土線については、地域の欠かせない公共交通機関としての認識のもと、高知県予土線利用促進対

策協議会を中心に鉄道利用を PR する為の情報発信やイベント等を開催し利用促進に取り組んでいる。

また、愛媛県予土線利用促進対策協議会との連携による取り組みの他、令和２年10月にJR予土線沿線

の地域住民有志で設立された「予土線圏域の明日を考える会」等関係団体との連携協力も視野に官民共

同で予土線の利用促進を図っていく。 

     ○ バス 

  本区域では人口減少は進むものの、バス利用者の多くを占める高齢者数は今後しばらく上昇してい

くことが見込まれており、公共交通に対するニーズは高まる可能性がある。そのため高齢者等が本区

域で暮らしていくために必要不可欠な公共交通を維持していくため、持続可能な運行形態や利用促進

策を検討していく。 

  バス車両の更新は、車両の維持管理コストや利用者の状況を踏まえ、高齢者等が乗車しやすいコン

パクトな車両の更新を検討していく。 

      

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施

策区分 

事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

4 交通施設の

整備、交通手段

の確保 

⑴ 市町村道       

  道路 
市道掃地山藤ノ川線改良工事 

（L=800ｍ） 
四万十市   

      
市道市野々線道路改良工事 

（L=400ｍ） 
四万十市   

      
市道権谷ムクロヲジ線道路改良工事 

（橋梁含む L=100ｍ） 
四万十市   

      市道掃地山藤ノ川線舗装補修工事（L=2500ｍ） 四万十市   

      
市道中半線他道路改良工事 

(L=3000m) 
四万十市   

      
市道上薮ヶ市線道路改良工事 

(L=70m) 
四万十市   
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      市道口屋内宇和島線(口屋内トンネル)修繕工事 四万十市   

      市道口屋内宇和島線道路改良工事 四万十市   

      市道滝ノ奥線道路改良工事（L=30m） 四万十市   

      市道方ノ川下家地線道路改良工事 四万十市   

   市道白岩用井線道路改良工事 四万十市  

    橋りょう 市道口屋内宇和島線（口屋内大橋）修繕工事 四万十市   

      市道白岩用井線（西土佐大橋）修繕工事 四万十市   

      市道中半北ノ川線（北の川橋）修繕工事 四万十市   

      市道江川崎吉野生線（大江橋）修繕工事 四万十市   

      市道奥屋内楠山線（本村橋1）修繕工事 四万十市   

      市道押谷線押谷支線（押谷橋）修繕工事 四万十市   

      他橋梁修繕工事（30橋） 四万十市   

  

⑼ 過疎地域持続的発展

特別事業 

 

公共交通 

ＪＲ予土線利用促進対策事業 

 本区域において鉄道は通院通学や観光の面からも

重要な公共交通機関である。沿線自治体の人口減少

等により利用者は減少傾向にある。予土線の存続に

向けて高知県と本市及び四万十町で設立した高知県

予土線利用促進対策協議会が主体となり、他団体とも

連携しながら予土線の利用促進の施策に取り組む。 

高知県予土線

利用促進対策

協議会 

  

      

過疎バス等の運行 

高齢化が進む本区域では、車を持たない高齢者等の

移動手段としてバス運行は必要不可欠な公共交通で

ある。本区域において高齢者等の日常的な移動手段

としてバスを運行する。 

四万十市   

    交通施設維持 

橋梁点検 

今後老朽化する道路橋について、道路法で定められ

る 5年に１度の定期点検結果をもとに橋梁長寿命化

修繕計画を策定することにより、 長寿命化並びに橋

梁の修繕・補修に係る 費用の縮減を図りつつ、保全・

メンテナンスの意識を浸透させながら地域の道路網

の 安全性・信頼性を確保する。 

四万十市   

      

トンネル定期点検 

老朽化する道路トンネルについて、道路法で定めら

れる 5年に１度の定期点検結果をもとに維持管理計

画を策定することにより、予防保全型の維持管理へ

の転換を図るとともにトンネルの長寿命化並びに修

繕に係る費用の縮減を図りつつ、効率的かつ効果的

な維持管理により、道路施設の安全性・信頼性を確保

する。 

四万十市   
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道路維持管理手数料（一般補修、特別補修、部落補

修） 

市民と行政が協働して、四万十市道の維持補修活動

を行うことで、市道愛護の思想を普及するとともに市

道の安全性の確保を図ることと併せ、地域コミュニテ

ィの向上を図る。 

四万十市   

      

西土佐地域市道等維持管理業務 

四万十市産業建設課が所管し管理する道路等（橋梁、

トンネル、法定外公共物）において定期的な維持管理

や必要に応じた緊急処置等を行うことで安全、安心及

び快適な施設として維持管理する。 

四万十市   

      

JR予土線跨線橋撤去 

市内に3橋存在する跨線橋は50年程度経過してお

り、老朽化が著しく進行しているため、撤去及び機能

回復を図ることによりJR予土線と当該路線の安全な

通行を確保するもの。 

四万十市   

  ⑽ その他 国道441号整備促進（残土処理場整備） 四万十市   

 

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

 「交通施設の整備、交通手段の確保」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等

総合管理計画」に定める基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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６ 生活環境の整備 

 

《方 針》 

生活環境の整備 

災害に強く安全・安心で住民が心豊かに過ごせ、若者が夢を持って住み続けることが出来る、自然に優し  

い住環境を整備する。 

 

施設の整備 

 快適な生活を営める住宅の管理と水道の未普及地域の解消を行い、普及率 100％を目指し、安定した水の供

給が出来る水道施設を整備する。また、本区域での下水道整備が困難であるため、生活排水を浄化し四万十川

水質保全のためにも、合併処理浄化槽設置整備を推進する。 

 

防災力の向上 

   近年全国的に頻発化、激甚化している大雨災害や、近い将来の発生が想定されている南海トラフ地震による

被害の軽減を目的に、自主防災組織の強化や避難所の環境改善を進めるとともに地域防災力の向上を図る。 

 

（1）現況と問題点  

①水道施設 

昭和 35年から整備に取り組み、平成 15年度より施設統合を図りながら 23施設を整備した結果、令和元

年度末での普及率は98.5％となったが、現在、既存施設の老朽化にあわせた対策時期を迎えている。 

古い施設は、安定した水の提供ができていない施設もあり、今後は老朽化した施設の改修が大きな課題と

なっている。 

 

②廃棄物処理施設 

○  し尿   

西土佐地域で発生するし尿は、クリーンセンター西土佐で処理を行っており、当該施設の処理能力は９Kl/

日で、処理方式は、高負荷脱窒素処理方式を採用している。 

地域住民の生活環境保全を担う施設として平成 15 年４月以降稼働を続けているが、主要機器及び建屋等

の経年劣化が顕著となったため、令和２年度に基幹的設備改良工事を実施。これにより施設の延命化はもと

より電力、燃料、薬品使用料の削減とそれに伴う温室効果ガスの排出抑制につながった。 

こうしたことから当該施設における処理の効率化、省力化が図られたところであるが、安全かつ衛生的な

処理を継続するうえでは、機器等の定期的な整備、修繕等の実施とそれに伴うコスト負担といった継続的な

課題がある。 

○  合併処理浄化槽 

家庭排水浄化のために、本区域の立地条件では下水道等工事は経済的に実施困難であるので、今後も合併

処理浄化槽設置への補助を行っていく。しかし、浄化槽の設置は新築や改築の場合が多く、本区域全体への

普及が課題である。 

○  ごみ処理 

一般廃棄物（可燃ごみ及び資源物等）の排出抑制や分別の徹底及び適正処理を図っており、家庭系ごみは

業者委託により収集運搬を行い、広域処理施設である幡多クリーンセンターに搬入し溶融処理している。 

令和2年度の可燃ごみの1日あたりの排出量は約1.7ｔであり、今後もごみの減量化に努めなければなら

ない。 

人口減少・高齢化の進展が著しい西土佐地域においては、高齢者にとって重いごみを集積所まで運べなく
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なることや居住地の分散化による廃棄物の収集運搬効率の低下などが懸念される。また、地区に点在する不

要となった簡易焼却炉の解体処分が大きな課題として残る。 

 

② 消防施設等 

幡多中央消防組合が四万十消防署西土佐分署を設置し、消防・救急業務を行っている。非常備消防は5分

団を組織。その他、女性防火クラブ４隊、少年消防クラブ１隊(西土佐小学校４、５、６年生)が組織されて

いる。 

消防施設については、ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、軽四輪運搬車、小型動力ポンプ等を有し、

各所に防火水槽及び消防用管理道等を設置しているが、本区域の地理的条件には満足するものとはいい難く、

また、水利施設も不十分である。今後も火災等に対して迅速かつ的確に対応できる消防施設の充実、強化及

び住民の火災予防意識の向上に努め、火災や事故等の防止を図ることが重要である。 

 

④防災対策 

   台風による耕地や家屋の被害は毎年のように発生しており、住民の生命と財産を守るための安全な環境

づくりを求められるが、自然相手の対応は非常に困難である。森林や農地の保水などの治水能力に着眼し

た施策を検討する必要がある。他方、四万十川ブームによる観光客の増加で水難事故対策が課題として生

じている。また今後発生するといわれている南海トラフ地震対策についても、住宅や公営施設の耐震化、

避難所や防災拠点の整備など、被害の軽減に取り組む必要があるが対策がまだ十分ではない。 

 

⑤公営住宅 

本区域には令和２年度末で市が管理している住宅が 105戸あり、四万十市の市営住宅（公営住宅法による

もの）は、単身者の入居を原則認めず、世帯用の住宅として供されている。本区域では民間事業者による住

宅が少なく、若者の自立や UI ターン希望者、また住宅困窮者にとって市の住宅施策は定住人口確保の点に

おいても必要である。しかし、入居希望者が単身者である為に入居させられない状況や利便性が高い本区域

の中心部でのニーズが高くなる等、需要に応じた住宅の供給が出来ていない状況となっている。また、建築

年数が経過した住宅が数多く住宅の維持管理の経費等、課題は多い。 

 

（2）その対策 

①水道施設 

老朽化した施設の改修として、大宮統合簡易水道事業を平成 21年度から実施し平成 29年度末で、５施設

(簡易水道３、飲料水供給施設２)を統合した。 

施設の適正な維持管理を行い安全で清浄な水を供給するとともに、生活環境改善のため水道施設の全戸普

及を目指すとともに老朽化した施設の統合改良を計画的に行う。 

また、江川﨑地区は施設の老朽化や耐震性能、事故の際の影響が大きいことから、基幹施設の浄水場、配

水池の更新と併せ、老朽化した配水管（40年経過）を更新する。 

 

②廃棄物処理施設 

○ し尿 

クリーンセンター西土佐におけるし尿及び浄化槽汚泥処理を今後も継続するため、施設の延命化と使用

エネルギーの削減及び二酸化炭素排出削減対策を併せた基幹的設備改良事業を実施したところである。  

クリーンセンター西土佐の設備機器等の適切な保守点検及び計画的な修繕の実施により、施設の適正な

管理運営を継続し、環境保全に配慮する。 

○ 合併処理浄化槽 
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家庭からの排水の浄化のためにも、合併処理浄化槽の普及を図っていく。 

○ ゴミ 

ゴミの減量化と資源再利用のため分別の徹底や不法投棄防止の啓発活動を展開し、環境にやさしい社会

への取り組みを推進する。また、一斉清掃等や子ども会、青少年育成活動における学習等の啓発もあわせ

て行う。収取運搬においては、集積所の見直しなど人口減少・高齢化に対応した仕組みづくりを行い、簡

易焼却炉については、当該地区との調整のもと環境汚染等に配慮した適正な処理を進めなければならない。 

 

③消防施設等 

消防施設、防災体制、消防力の強化を図るとともに、住民の防災意識の高揚に努め、住民生活の安全を確

保する。   

○ 組織強化 

消防職員、消防団員の教育や訓練を充実していくとともに、消防団の組織強化を図る。 

○ 消防施設等の整備 

老朽化した消防施設及び消防用管理道の整備と修繕を行う。また、防火水槽の整備を図る。 

○ 防火意識の高揚 

    各種の機会を通じて火災予防についての啓蒙を行い、火災発生の防止に取り組んでいく。 

○ 救急自動車の整備 

      救急自動車の購入及びその資機材等の整備を行い、急病や災害時等における効果的な、救急救命措置

と救助活動等に取り組んでいく。 

 

④防災対策 

 台風や地震などの災害に備え、迅速に対応できる防災組織の強化に努める。また、住宅や公共施設の耐

震化、避難所の整備を行い被害の軽減を図る。 

○ 自主防災組織の強化 

    本区域で100％となった自主防災組織の強化のため、防災訓練や必需品の整備を行う。 

○ 耐震化 

    住宅や施設などの耐震化を図る。 

○ 避難場所の整備 

   防災マップ等により避難場所を明示する。併せて、災害用物資の備蓄等を行うとともに避難所運営マ

ニュアルの作成及び更新を進める。 

○ 災害等の防止 

   地域の状態に応じた崖崩れ防止対策を実施する。また、四万十川水難事故防止のための広報、巡回及

び救命、安全指導を強化する。 

○ 防災情報の整備 

   電気通信施設を利用した防災情報を提供し、住民の安心安全面に配慮した対応を図る。 

○ ヘリポートの整備 

  災害時や急病等の緊急時に備え、ヘリポートの整備を進める。 

 

⑤公営住宅 

入居者が安心、安全、快適な生活を送れるよう老朽化した施設の修繕、耐震化を行なうとともに、老朽化

が著しく改修等が困難な住宅については、住宅の移転を進めていく。 

○ 公営住宅の修繕等 

住宅の修繕、耐震化に取り組む。また老朽化が著しく改修等が困難な住宅については、住宅の移転を
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進めていく。 

 

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

5 生活環境の整備 ⑴ 水道施設       

    簡易水道 江川﨑水道施設整備事業（基幹改良) 四万十市   

   江川﨑水道施設整備事業（増補改良) 四万十市  

      岩間水道施設整備事業(区域拡張) 四万十市   

      奥屋内下水道施設整備事業(区域拡張) 四万十市   

      用井水道施設他電気計装設備工事（全20施設） 四万十市   

      権谷水道施設他フェンス整備工事（権谷、口屋内、長生） 四万十市   

 
（2）  下水処理施設地域し

尿処理施設 
クリーンセンター西土佐機器等整備・改修 四万十市  

  ⑸ 消防施設 小型動力ポンプ付積載車購入事業(西ヶ方） 四万十市   

      小型動力ポンプ付軽四積載車購入事業（薮ヶ市） 四万十市   

      防火水槽整備事業 四万十市   

   消防用管理道整備 四万十市  

      救急車用半自動除細動器購入事業 
四万十消防署

西土佐分署 
  

 （6）  公営住宅 公営住宅屋上防水工事 四万十市  

  

（7） 過疎地域持続的発展

特別事業 

 

 

  

      

   

環境 一般廃棄物収集運搬事業 

本区域で発生する一般廃棄物を適正に処理するため、

市が業務委託を行い一般廃棄物の収集運搬にあたり、

併せてごみの分別化、再資源化の徹底等の啓発活動

に取り組み、地域住民の生活環境の保全、向上に寄与

する。 

四万十市   

    

  し尿処理施設維持管理事業 

 本区域のし尿処理施設であるクリーンセンター西土佐

の設備機器等の適切な保守点検及び計画的な修繕の

実施により、施設の適正な管理運営を継続し、環境保全

に配慮する。 

四万十市   

    

  合併処理浄化槽設置事業 

 合併処理浄化槽の設置を促進するため、設置者に対

して設置費用の補助を行い、清流保全等の自然環境の

改善を図る。 

市民   
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防災・防犯 

市営住宅耐震診断 

 本区域にある市営住宅の安全確保のため耐震診断を

実施し耐震化を図る 

四万十市   

  ⑻ その他 ヘリポート整備 四万十市   

      避難所整備（備蓄、備品等） 四万十市   

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

 「生活環境の整備」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総合管理計画」に定

める基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

    

《方 針》 

  少子高齢化が進行する本区域において、子育て環境の充実や高齢者等の保健・福祉の充実を図り、本区域で

誰もが住み慣れた地域で安心して健康に暮らせるよう下記の取り組みを進める。 

① 安心して子どもを生み育てることが出来る子育て環境の充実 

② 保健・医療・福祉・介護が連携した健康づくりの推進 

③ 高齢者が住み慣れた地域で健やかで、心豊かに暮らせる地域づくりの推進 

④  障害者がその人らしく主体的に豊かな生活が送れる地域づくりの推進 

 ⑤ すべての人がともに支えあう地域づくりの推進 

 

（1）現況と問題点 

①児童福祉 

  近年、少子化や核家族化の進行等により、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化している。その結果、

世代を通じて子育てを学ぶ機会が少なくなり、地域社会における近隣とのつながりも希薄になりつつある。ま

た、子育てと就労（共働き）をしている保護者も多く、保育事情も多様化しているほか、ひとり親家庭の割合

も増加傾向にあり、犯罪や虐待による子どもの被害も社会問題化している。 

  本区域の保育所は、全体的な人口減のため、園児も減少の傾向にある。若者世帯を中心に、定住化を促進す

る観点からも対象児年齢を、四万十市の公立保育所では初めて０歳児からの受け入れを実施している。しか

し、若者世帯の減少もあり、出生数は減少の傾向にある。そのため、園児数が激減しており、一定規模の「集

団」の中で年齢にふさわしい経験を通じて、生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、子ども達のバランスの

取れた発達を養っていく取り組みが必要である。 

  また、土砂災害危険区域に位置する川﨑保育所を平成31年２月末に用井地区に移転改築した。本村保育所

においては、児童数の減少により平成30年度末をもって休園となり、令和２年度に閉園した。 

 

②保健活動 

 近年、急速な高齢化やライフスタイル、社会状況の変化などにより、疾病構造が変化し、疾病全体に占め

るがん、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病や、こころが健康でない人の割合が増加している。 

 本区域では昭和 60年を節目として、住民の健康づくり運動が始まった。市民自らが健康への意識を高め、

自ら健康管理に取り組むために、健康づくりに関する各種講座、健康相談、生活改善指導などは行政の責任

として保健センターで開催し、普及啓発活動を行っているほか、生活習慣病が深く関与しているがん、心疾

患、脳血管疾患等の早期発見・早期治療を目的に、基本健康診査と各種がん検診を実施している。課題とし

ては保健センターの老朽化が著しく、適切な保健活動を継続していくために建物の維持管理が課題となって

いる。 

 また、各地域では健康推進委員会を中心とした自主的な保健活動を展開し、地区学習会、健康のつどい、

生きがいづくり活動等、それぞれの地域で住民主体の活動が根付いている。しかし、近年は長年健康づくり

運動に取り組んできた推進委員の高齢化と担い手不足に伴い、活動そのものが困難な地域が増えている。 

  

③介護保険 

 本区域の高齢化率は、平成２年 21.7%、平成７年 28.0%、平成 12年33.8%、平成 17年37.2%、平成22年

40.2%、平成27年44.3％、令和２年48.3％、令和3年49.1％と、年々高くなってきている。現在の介護保

険の保険料は、22,000円～125,100円である。本区域の高齢者のうち、令和５年４月１日現在認定を受けて

いるのは247人19.7％である。令和５年３月末の施設介護サービス受給者は102人である。 
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 居宅サービスの利用状況として、要支援１から要介護３の方はデイサービスの利用希望者が多いが、事業

所も増え、希望どおりの利用が可能となっている。施設サービスも、身体能力や認知能力が低下したため在

宅で生活が困難になる方や、予備軍が極端に増えてきている状況であり、施設不足から自宅待機となる者が

多くなっている。 

 また、日常生活圏が四万十市を一つの単位としているため、本区域には地域密着型サービスの施設が少な

く、本区域の大半が愛媛県を日常生活圏としている現状であり、介護保険制度上、日常生活圏とならないの

で、利用上の不便さがある。 

 同じ介護保険料を納めながら、希望の在宅サービスや、施設サービスを受けられないのも地域性ではある

が、不公平感が見られる。サービス提供事業者も少なく十分なサービスが提供できていない。 

 

④高齢者福祉施設 

 本区域の高齢化率は令和３年度 49.1％と非常に高く、本格的な高齢者社会を迎えている。デイサービスセ

ンター、特別養護老人ホーム、南津地区のサテライト施設、ケアハウス、グループホーム、総合福祉センター

等、高齢者の福祉に関する施設が整備され、西土佐福祉会、社会福祉協議会を核とした総合的な福祉が、官・

民の連携の下に取り組める基礎は確立されている。また、ライフケア光、紡ぎの家いちい等新たな民間施設も

できている。 

  しかしながら、身体機能・認知機能の低下により、居宅サービスを利用しても在宅での生活が難しくなり、

施設入所を希望しても、本区域のような過疎地域においては他の入所施設の整備が十分でないため、待機を

余儀なくされているのが現状である。一方、通所系のデイサービスは、民間事業所もでき一定の利用が可能と

なっている。 

 

⑤障害児者福祉 

近年、社会情勢が変化を続けている中、障害のある人全般においても障害の重度化・高齢化傾向にある。そ

れぞれの方の障害の内容や程度は様々であるが、社会生活の中で不便を強いられることから、住み慣れた地域

で安心して生活できる地域づくりや、障害者に対する正しい理解の普及が求められている。障害者の自立を支

援し、社会参加を促進していく施策を計画的に推進していくことが必要である。 

また、自立支援法により、「施設から地域へ」という障害福祉施策の方向が鮮明に打ち出され、必要なとき

必要なサービスが受けられるサービスの充実、住宅やグループホームなどの生活の場、雇用・就労の機会、日

常的な居場所の確保、安心して暮らせるための経済的支援など、地域をあげた包括的な自立支援をより進めて

いくことが求められている。 

 

⑥在宅福祉 

   集落の小規模高齢化など、高齢者のみの世帯の増加、介護期間の長期化、認知症高齢者の増加が見込まれ、

核家族化や家族の高齢化等により家族の介護力の低下も懸念され、高齢者を取り巻く環境は厳しさを増し、具

体的な支援体制の確立が求められている。 

   地域包括支援センターを中心として、民間等との連携を密にし、地域の要支援者・要介護者の把握や相談

等を行ってきた。高齢化率は今後も高くなることが予測され、「高齢者が住みなれた地域でいきいきと生活を

送ることができる」在宅福祉の更なる拡充と介護者の負担軽減に向けた施策が必要であり、地域包括支援セン

ターはその中核としての機能保持が必要である。今後とも、住民・福祉活動団体・福祉施設関係者などが、お

互いに力を合わせる関係づくり（地域力アップ）と行政が同じ目標に向かい取り組んでいくことが、課題であ

る。また、家族の負担軽減等を含め、ショートステイやデイサービスの有効かつ効率的な利用促進を図る必要

があるが、ショートステイについては十分にサービスを提供できないのも現状である。さらに、元気な高齢者

がなるべく要介護状態にならないように、そして介護が必要な人もそれ以上悪化させないようにするため、介
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護予防事業（地域支援事業）の充実を図ることが必要である。 

 

（２） その対策 

 

①児童福祉 

  子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、家庭教育の支援、相談・情報提供や保育・育児サービスの

充実を図るなど、子育て家庭を支援する仕組みづくりの推進や、地域社会全体で少子化に取り組む。 

ア 定住支援の面からも保育の充実に努める。 

イ 子どもの安全を守る環境づくりや、地域の子育て交流など、地域社会の連携を進める。 

ウ 妊産婦の健康管理や育児について相談に応じ、乳幼児の健やかな成長発達を目指すと共に、健全母性の 

育成などの母子相談活動を図る。 

エ 四万十市子ども・子育て支援事業計画を推進し、子育ての支援に取り組む。 

オ 少子化の進行を見据え、集団保育による子どもの成長を促進するため、令和元年度より、移転改築後の

川﨑保育所の１施設で保育を実施していく。 

カ 令和元年度より川﨑保育所内に本区域の子育て支援の拠点となる施設（子育て支援センター）を設置し、

乳幼児と保護者の交流を行うとともに、子育てについての相談や情報の提供を実施していく。 

 

  ②保健活動 

 「自分たちの健康は自分たち（地域）で守る」という基本理念の下に、日常における健康づくり運動を展開

する。病気にならないために、健康なときから健康を保持・増進していくことが大切であり、ライフステー

ジ（年代層）ごとに取り組んでいく。 

ア 住民主体の活動の推進 

    各地区における保健福祉推進事業の意義を再認識するため、学習会や健康のつどい等の場で住民に対し

啓蒙していく。過疎化、担い手不足により保健活動の継続が困難な地区については、可能な範囲で活動が

できるよう、行政も支援に取り組む。 

イ 住民のライフステージ（年代層）に沿った健康づくりの推進 

    それぞれの住民が、自分自身の将来にわたる健康を意識し、年齢にあった健康づくりに取り組めるよう、

保健師の訪問指導を含めた栄養指導、健康教室等を通じ、乳幼児期から高齢期までの現状や、健康管理や

疾病予防などの取り組みに関心を持ち理解できるように、啓蒙や学習を進める。 

ウ 検診活動と事後指導 

    乳幼児・児童生徒の検診や、病気の早期発見・早期治療を目指した検診体制の充実と受診率の向上（特

に 40歳 50歳代）に努め、住民一人ひとりが生活改善を実践できるようにしていく。また、各種がん検診

等の継続や検診後の事後指導の充実を図る。 

  エ 建物の維持管理 

    施設の老朽化が進んでいるため、緊急性の高いものから改修を行い、適切な維持管理に努める。 

 

③介護保険 

 被保険者に対して最適なサービス提供が行えるよう、保健センター、地域包括支援センター、西土佐診療

所、西土佐福祉会等、関係機関の連携体制の維持、強化をする。 

   要支援・要介護者が「いつでも、どこでも、だれでも」利用できる保健福祉サービス及び介護保険サービ

スの充実を図る事で、「すべての高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、個人が誇りをもっ

て自分らしく生きることができる社会」の実現を目指し、そのために、十分な居宅サービス・施設サービスが

提供できるよう、新たな福祉事業所等の開設や、介護保険施設の充実を目指すことにより、よりよいサービス
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の提供できる取り組みも進める。 

      

 ④高齢者福祉施設 

 本地区の一角に関係施設が一体的に整備され、保健・福祉・医療の連携により、高齢社会に対処できうる

基盤は一定程度整備できている。また、民間主導による有料老人ホームやデイサービス、居宅介護支援事業

所等もできているが、まだニーズには達していない部分もあり、さらなる充実を図る。 

 

⑤障害児者福祉  

ア 気軽に相談できる相談支援体制の充実 

    一人ひとりの障害の状況や能力、それぞれのライフステージに応じた的確な相談支援がなされるよう、

障害種別や施策分野に応じた専門的な相談機能の充実など、本当に望ましい相談支援体制のあり方を検討

し構築を図る。 

イ 地域での生活を支えるためのサービスの充実 

    障害のある人個々の状態やニーズに対応し、かつ、自己選択・自己決定を最大限に尊重できるよう、適

正なケアマネジメントがなされる体制づくりを強化するとともに、サービス提供事業者の質の向上、専門

的な人材やボランティアなど、サービス提供を支える人材の育成・確保を行う。 

ウ 地域で自立するための活動の場・働く場の確保 

  自立支援給付における就労移行支援や就労継続支援、地域生活支援事業における事業所の充実を図り、

一人ひとりの能力や状況について把握し、適切に支援していくことのできる就労支援体制を構築するとと

もに、行政、地域での一般就労をいかに拡充していくか、市民・事業者・関係機関で検討していく。 

エ ともに生きるための暮らしやすい環境づくり 

    バリアフリーやユニバーサルデザインの視点で施策を進めていくと同時に、ハード（まち、モノ）だけ

でなく、ソフト（情報、サービス、こころ）のバリアフリー化を推進し、啓発や教育、交流など多様な手

段・機会を通じて、障害に対する理解を一層深め、支援と交流の輪を広げるように取り組む。 

 

 ⑥在宅福祉 

 「住みなれた地域で健やかにこころ豊かに暮らせる」ために、高齢者や介護を必要とする人が生きがいを持

っていきいきと自立した生活を送れるように、取り組みを行う。 

ア 介護予防 

    高齢者の身体機能を維持向上させることで要介護状態になることを予防するとともに、高齢者の身体機

能の低下を早期に把握し、個々の状態に応じた訪問、通所の事業の実施を図る。また、介護予防の考え方

を広く周知するための普及啓発事業も取り組む。 

イ 介護者支援 

    要介護者を在宅介護している家族の負担軽減を図るため、相談等を行い関係機関と連携を深める。 

ウ 高齢者の地域参加 

    高齢者が地域において生きがいを持って心豊かに元気な生活を営めるように、趣味や技術等を活かして

いくことができるよう、関係機関や団体を活用し、地域福祉活動に参加していくことのできる体制や支援

を図る。 

エ 高齢者の見守り体制 

    過疎化が進む本区域では高齢者の増加とともに、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加して

いる。日常生活の支援や安否確認を行うため、見守り協定事業者、健康福祉推進事業、あったかふれあい

センターとの連携を図るとともに、災害時要援護者の台帳を整備・充実させ、見守り体制・支え合い体制

を継続していく。 
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（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

6 子育て環境の確保、高

齢者等の保健及び福祉の

向上及び増進 

（7） 市町村保健センター及

び母子健康包括支援セ

ンター 

保健センター屋上防水工事 四万十市  

 
スプリンクラー整備事業 四万十市  

⑻ 過疎地域持続的発展

特別事業 

あったかふれあいセンター事業 

 地域の高齢者を中心として、支援が必要な障害

者・子供も含め多くの利用者を受け入れることで、

多世代の交流の場や居場所づくり及び独居老人・

高齢世帯の見守りなど緊急時のつなぎの役割など

を行なっていく。 

四万十市   

    

健康福祉地域推進事業 

 高齢者等の健康づくりや交流、見守り等を実施

し、地域で楽しみながら安心して暮らせるための活

動を推進する。 

四万十市   

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

 「高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施

設等総合管理計画」に定める基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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８ 医療の確保 

 

《方 針》 

 本区域において、保健・福祉・介護・医療行政は、地域住民の健康を守るため重要な施策の位置づけとな

っており、へき地の医療を確保する出張診療所の運営を含め西土佐診療所の役割は大きい。 

西土佐診療所では、地域住民の多様な医療ニーズに対応した地域医療を充実させるため、西土佐診療所と四

万十市立市民病院の効率的な協力体制や、高知県へき地医療再生機構、高知医療センター、高知大学医学部及

び近隣医療機関との連携を継続する。また、出張診療所の運営により、無医地区における医療を確保し、出張

診療所開設日に患者送迎車を運行することで、利用者の利便性を図っていく。 

保健・福祉・介護・医療の連携においては、訪問診療、訪問リハビリ等により、住民の健康状態を把握し、

病気を早期発見し治療に繋げることができるよう、地域の実情に応じた医療体制を目指す。 

 

（1）現況と問題点 

 「西土佐村保健対策基本構想」（昭和58年９月）に基づき、昭和59年に西土佐中央診療所に入院施設を持

つ本区域の中核診療所として整備し、保健センターを併設して医療と保健を結びつけた。その後、診療所に

リハビリ施設を整備し、平成11年からは介護療養型医療施設への整備も図り、病床の一部を長期療養型病床

としていたが令和４年度で廃止し、19床全てを一般病床としている。また、西土佐福祉会を中心とした、特

別養護老人ホームやデイサービス施設、居宅介護支援事業所、訪問介護、グループホーム等の介護施設とケ

アハウス、総合福祉センターが隣接し、関係を密にすることにより、保健・福祉・介護・医療の総合的な取り

組みを行っている。 

 ここ10 数年来、わが国の疾病構造は変化し、高血圧、糖尿病といった「生活習慣病」が増加しており、加

えて急速な高齢化がその傾向に拍車をかけている。「生活習慣病」にかかる患者をいかに未然に防ぐか、「健

康増進」や「疾病予防」への取り組みが重要になってきている。 

本区域の医療施設は、西土佐診療所、大宮出張診療所、口屋内出張診療所の国保直営診療所３施設と奥屋

内へき地出張診療所の合計４施設であり、西土佐診療所は常設、大宮出張診療所は週１回、口屋内出張診療

所及び奥屋内へき地出張診療所は月２回程度開設しているが、近年は疾病が複雑化しているため、市民のニ

ーズが多様化し、より質の高い医療を求める傾向が強くなっている。また、専門医や医療設備等が整備され

ている総合病院を受診する患者が多くなっているため、市民の診療所利用が十分とはいえないのも現状であ

る。 

しかし、診療所は単に医療機関という施設にとどまらず、これまで健康づくりや疾病の予防、早期発見・

早期治療のための各種検診業務の実施等、市の保健衛生行政の推進を担ってきており、診療所、保健センタ

ー、そして特別養護老人ホームや地域包括支援センター等の社会資源が、切れ目のないネットワークで繋が

ることで、市民一人ひとりの健康状態だけでなく、人間背景までも考慮した医療プランを考えることで、市

民のQOL（生活の質）向上に繋がっている。 

 

（2）その対策  

①診療所運営 

「病気にならない地域を築き、安心して医療・福祉を受けることができる社会を築く」ため、保健・福祉・

介護・医療の連携を図ると共に、市民の自主性を大切にし、日常生活に根ざした医療行政を展開していく。 

 また、「市民が求める診療所運営」を基本理念に、医療・介護を連携・充実させるとともに診療所受診者の

増加と徹底した経費削減に努める。 
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 ②医療体制の整備 

○医療機器を計画的に更新し、医療体制の充実・維持を図る。 

○包括的な地域医療の充実を図ることにより、予防活動は疾病の治療と同等に重視されるため、医師や医療 

従事者が地域住民への働きかけを行い、疾病の予防や健康の維持、増進のための活動を行う。 

○診療所維持のための運営支援を行い、併せて抜本的な経営の見直し、改善対策を検討する。 

○在宅医療に対応するため、包括的医療サービスの供給体制を充実する。 

○医師確保については、重要な課題として、今後とも関係機関と連携を深めていく。また研修医の受け入れ、 

関係機関との連携・協力要請等、雇用環境の充実に向けた取り組みを行うことで、医師の定着化に努める。 

○市民（患者）と医療従事者の「信頼関係」を深めるため、職場（域）間の連携・協働を基礎とし地域に必要

とされる診療所体制を構築していく。 

 

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

7 医療の確保 ⑴ 診療施設       

    診療所 医療機器整備（購入）事業 四万十市   

      スプリンクラー整備事業 四万十市   

   昇降機改修事業 四万十市  

 

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

  「医療の確保」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総合管理計画」に定め

る基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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９ 教育の振興 

 

《方 針》 

教育の振興 

   高知県教育振興基本計画の３つの視点に基づく、明るい未来を担う人づくり、家庭や地域の教育力の向上、

教育の質の向上と教育環境の整備を本区域における学校教育、社会教育、生涯教育に係る基本方針として推

し進める。過疎地域の強みである「結」「地域との一体感」を全面に出し、教育委員会、学校、家庭、地域が

それぞれに責任を明確化し役割を担っていく。学校教育の面ではきめの細かい学習環境を提供するとともに、

農林業等の特色ある地域の教材を授業の中に取り入れ、地域を愛し、語ることのできる子どもの育成に取り

組む。主な施策としては夢を育む学校づくりの推進、安全で健やかな学校生活の支援、教育体制・教育環境

の充実を進めていく。また、社会教育、生涯学習の面では（一社）四万十楽舎や各地域の分館が中心となり

子どもからお年寄りまで、生涯を通して学ぶ喜びに満ちた地域づくりを進める。施策としては、ハード面の

整備に一定の目途がついたことから今後はソフト事業にも重点をおき、質の高い芸術文化等に触れる機会を

確保するためのイベントや講座などを開催し豊かな地域文化を守り育てていく。 

 

（1）現況と問題点 

①学校教育関連 

   本区域では小学校１校、中学校１校があり、両校が隣接していることから小中学校が綿密に連携して教育

を実践し切れ目のない指導が可能となり、複式学級の解消、特別支援教育の充実など児童生徒にとってこれ

までにない良好な学習環境が確保されることとなった。ただ一方で通学区域が広範囲となり、子どもたちの

通学にかかる負担が大きくなるなど弊害もあり、スクールバスの運行をすることで子どもたちが安心して登

下校ができる環境を整え、子どもたちはもちろんのこと、各家庭の負担軽減にも取り組んでいる。 

   課題としては学力向上のみならず、不登校やいじめ問題、食育、学校防災・防犯など多岐にわたっており、

子どもたちが安心してのびのびと育っていくことができるよう家庭、地域等との連携により１人ひとりを大

切に育む学校づくりを進めていくことが重要と考えている。 

   また入学者の減少で存続が心配されている高知県立中村高等学校西土佐分校への支援もこれまで同様に必

要である。高知県教育委員会が作成した県立高等学校再編振興計画では令和５年度までは継続とされている

が、令和６年度以降も継続に向け本校との授業の格差を補うためリモートによる遠隔授業を取り入れ、分校

と地域が連携した取り組みやカヌー部をはじめとしたクラブ活動の支援など他の学校にはない魅力ある学校

づくりに地域、行政が一体となり継続して取り組んでいる。また、西土佐中学校生だけでは入学者数を確保

することが困難な状況であることから積極的に地域外からの生徒の受け入れを図っている。 

 

②公民館活動と生涯学習の推進 

   子どもからお年寄りまでを対象とした各種講座、教室、イベント等を企画開催し、活動機会の提供を行う。

平成22年度からスタートした分館活動活性化事業により、西土佐地域の公民館活動を推進させるとともに強

化を行い、住民の集落活性化への問題意識の向上、そして実際の活動へのステップとなることができるよう

取り組んでいく。生涯学習の分野においては、社団法人西土佐環境・文化センター四万十楽舎に生涯学習活

動事業の委託を行っており、四万十楽舎と行政が両輪となって活動を展開していく。さらに中高生や青年を

対象とした人材育成事業を展開していく必要がある。 

 

③青少年健全育成  

   急激な社会情勢の変化に伴い、価値観の多様化、核家族化、共働き世代の増加などを背景に、青少年を取

り巻く環境は大きく変化し、家庭や地域での教育力の低下が危惧されている。西土佐地域でも少子化のため
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子どもが急激に少なくなった地区や、中心部への人口集中により子ども同志の集団活動ができ難くなってい

る。明日の郷土を担う青少年が個々を尊重しながらも、社会性、自主性を持った人間性豊かな人として成長

するための社会参加や交流事業などが必要となっている。 

 

④男女共同参画の促進 

   働く女性の増加や様々な分野での女性の活躍等、女性をめぐる社会情勢が変化し続ける中、女性自身の意

識や生活行動も多様化している。しかしながら、男女の社会的役割に対する固定的な考え方が社会習慣や日々

の生活の中で根強く残っているなど、女性が個人の能力を発揮するための社会の対応は必ずしも十分とはい

えない状況である。このような現状を踏まえ、平成15年度には「西土佐村男女共同参画社会づくり計画」合

併後の平成19年度からは「四万十市男女共同参画計画」＜しまんと男女共同参画プラン＞を策定し真の男女

共同参画社会の実現に向けて取り組んでいる。 

 

  ⑤人権教育の推進 

   分館での人権啓発地区別学習会を西土佐地域の人権学習・人権教育の基本と位置づけ取り組みを進めてき

た。そのほか、教職員や行政職員を対象としたリーダー研修、全住民を対象としたイベントとして、じんけ

んフェスティバルの開催など様々な人権課題に対する取り組みを、切り口をかえて行っている。しかし、企

業での差別発言、沈下橋での差別落書き等、目に見える差別でさえ解消できていないのが現実である。この

ような現状の中、行政と四万十市人権教育研究協議会西土佐支部が手を携えて、人権啓発及び人権教育にこ

れまで以上に意識を高く持ち取り組む必要がある。 

 

⑥生涯スポーツの振興 

昭和 50 年に発足した体育協会は、ソフトボールを日常スポーツとして定着させ、バレーボールや卓球等

への広がりが見られ、スポーツの振興に大きな役割を果たした。しかし、近年若年層の減少と趣味の多様化

にともない愛好者が減少している。軽スポーツは学校体育施設の開放により分館活動や健康増進活動として

定着したが、参加者が限定されているなどの課題もあり、世代を問わずに取り組めるニュースポーツの紹介

や普及により環境を整えていくことが課題である。また、スポーツ少年団では卓球・陸上・ジュニアバレー

ボールチームの活動が行われているが、いずれの団体も少子化によるメンバーの確保などが課題となってい

る。 

 

  ⑦校舎の維持と長寿命化 

    昭和 62 年建築の西土佐小学校、昭和 52 年建築の西土佐中学校校舎は、老朽化が目立つようになってお

り、教育環境の維持を図るため、適宜維持修繕及び改修を行う必要がある。 

  

 （2）その対策 

  ①学校教育関連 

   基礎能力を確実に身につけ、自らを律しながら人と協調し、人を思いやる心や生命、自然を大切にする豊

かな人間性を培う教育を進める。 

    ○ 特色ある学校づくり 

     特色ある学校づくりを推進し、習熟の程度に応じたきめ細やかな指導を充実させる。また、外国指導

助手（ALT）の活用により、外国語や異文化に対する理解を深める。あわせて、保育所、小学校、中学校、

高校（西土佐分校）の連携を深める。 

○ 心の教育の推進 

     優れた芸術、文化や体験活動、自然にふれる機会を設け、児童生徒の豊かな感性を育む。また、学校、



55 

 

家庭、地域が一体となった相談支援体制の充実に努める。 

○ 高知県立中村高等学校西土佐分校の存続 

     西土佐分校存続推進協議会の活動を中心に、分校存続に向け学校現場のみならず地域、行政が支援し

ていく。また、津野川若者住宅を利用し西土佐地域外の生徒の受け入れを推進していく。 

 ○  開かれた学校づくりの推進 

      児童、生徒の健全な成長を目指し、地域ともに開かれた学校づくりを行う。 

   ○ 休廃校舎の利活用 

        休廃校舎の利活用問題については、住民を交えてどのような活用が図れるか協議検討を行い、地域の 

産業及び文化の中心的施設として活用を図る。 

   ○ 不登校対策 

     教職員及びスクールソーシャルワーカー等が連携及び情報を共有し対策を行っていく。 

   ○ 学校給食の充実 

     西土佐中学校敷地内に整備した共同調理場施設での安心、安全な学校給食の提供につとめる。給食材

料には可能な限り地元食材を利用して、地産地消を推進する。平成28年度からは調理等の一部の業務を

民間委託するが、これまでと変わりなく安心、安全でおいしい給食の提供を基本に食に関する指導を引

き続いて行っていく。   

    

  ②公民館活動と生涯学習の推進 

     互いに高めあえる地域を目指し、課題の掘り起こしや集落の活性化に向けた学習や実践を進めていく。 

また、生きがい対策にもつなげていく。  

     ○ 生涯学習活動 

       青年期・成人期・高齢期等、世代に応じた学習機会の提供を行う。また、保健・地域づくり・産業等、

各分野に関係する団体、機関と連携を密にしながら生涯学習活動の展開に向けて情報提供を行う。 

     ○ 公民館（分館）活動、学級事業の展開 

       集落の課題の掘り起こしを通じて学習活動や調査活動につなげ、地域の活性化を図っていく。また、分

館活性化事業を導入し、分館活動を再構築する機会とし、集落活性化、住民自治活動の基礎となるよう展

開する。 

     ○ 社団法人西土佐環境・文化センター四万十楽舎との連携 

       四万十楽舎との連携により、生涯学習の充実をより一層図っていく。 

  

  ③青少年健全育成 

      青少年が心身ともに健全で、主体性、社会性を持って成長するためにも地域ぐるみで育成に取り組む。 

      ○ 体験活動の推進 

       各家庭や子ども会、サークル活動の中で環境に優しいことについて、実践活動として取り組んでいく。

また、恵まれた自然環境を活かした体験活動を実施する。 

     ○ 地域の見守り活動の推進 

       高齢者とのふれあいを多くし、地域行事に参加することによって、青少年を地域全体で見守っていく

機会を増やす。 

     ○ 集団活動への参加促進 

     スポーツや創作等の集団での活動機会を多く設け、自信と協調性を養っていく。また、郷土に残され

た文化、伝承活動を保持し、心豊かな地域交流の活動を促進する。 

 

  ④男女共同参画の促進 



56 

 

   あらゆる生活の場で男性、女性がともに互いの個性を発揮しながら協力する地域社会づくりを進めていく。 

   ○ 共同参画への啓発 

     一人ひとりが個性を尊重し、相互協力と思いやりを基本とする考え方を身に付けるための意識啓発が

必要である。男女共同参画に関する講座等の学習活動と、社会的な広がりを持つ実践活動を展開してい

く。 

   ○ 社会参加の促進 

     地域活動における組織運営の改善や行政部門等での積極的な女性の登用を進めていく。また、企業に

対しては女性の採用や労働条件の改善などの啓発活動を推進していく。 

 

  ⑤人権教育の推進 

     差別のない社会を築くため、人権尊重を基本にあらゆる学習の場を通して、問題意識と差別に対して真

正面から取り組むことのできる人材を育成する。 

     ○ 学習機会の提供 

   同和問題、女性、子ども、高齢者、障害者、HIV感染者等、外国人などに対する差別問題を正しく認識

できる学習の機会を、四万十市人権教育研究協議会西土佐支部と連携し取り組んでいく。 

○ 人材の育成 

     各分館の人権学習を継続的にサポートするとともに、各種研修を通して差別の不合理に気づき、行動

できる人材の育成に努める。 

 

  ⑥生涯スポーツの振興 

     若者から高齢者までが気軽に楽しめるスポーツの普及と、個々の運動能力を高める競技スポーツの推 

進を図り、広く住民の参加を呼びかける。 

     ○ 日常生活の中でのスポーツ普及 

       健康増進や生き生きとした生活を送るための一環として、日常的に取り組みのできるスポーツの普及

に努める。また、各種大会への積極的な参加を呼びかけていく。 

 

 ⑦校舎の維持と長寿命化 

     西土佐地域にある西土佐小学校及び西土佐中学校の校舎について、教育環境の維持を図るため、適宜維   

持修繕及び改修を実施し長寿命化を図る。また実施にあたっては「四万十市公共施設等総合管理計画」に

定める方針等と整合性を図る。 

 

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

8 教育の振興 （1）  学校教育関連施設 

   校舎 
西土佐中学校屋上防水工事 四万十市  

⑷ 過疎地域持続的発展

特別事業 

生涯学習・スポーツ 

生涯学習委託事業 

本区域内の小学生を中心に本区域の自然や文化に

触れる体験教室等を行い、地域文化の継承を行う。 

四万十市   

 

 （4）公共施設等総合管理計画との整合 

   「教育の振興」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総合管理計画」に定め

る基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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10 集落の整備 

 

《方 針》 

集落整備の方針 

   集落整備については、本区域の中においてもとりわけ人口減少、高齢化がより進行している山間部への取

り組みが必要である。社会生活圏について、本区域内では生活の拠点となりうる各種商店や農業協同組合、金

融機関、西土佐総合支所、診療所等のある中心部まで、10ｋｍ以上離れている集落が半数以上ある。 

道路の整備では特に山間部の集落は道路整備の遅れから幅員が狭くカーブが多い。ガードレールや落石防

止などの整備も十分でなく距離以上に中心部まで遠く感じる。また、生活面では雇用の場が少なく、住民の日

常生活に必要な商店やガソリンスタンド等が閉鎖された地区もある。こうした状況により暮らしの不便、不安

から若者等が流出し集落活動や消防団員等の担い手不足につながっている。このように山間部周辺に暮らす住

民にとっては、生活が不便なうえに経済的にも、また安心安全面においても二重三重の負担となり中心部と周

辺部の地域間格差につながっていた。ただ近年こうした状況は本区域全域に広まりつつある。 

   このような状況を踏まえ、今後の集落等の維持整備については、各集落や個人への対応対策ではなく、集落

連携等による支え合いの仕組みである集落活動センターや小さな拠点の整備、集落営農の推進、各組織間にお

ける広域連携の構築も含め、その中で人材不足の解消や効率的な行政支援等の在り方を検討していく。 

 

（1）現況と問題点 

    本区域においては、本計画の１基本的な事項にある国勢調査の表-ｂ集落人口動態及(昭和35年と平成27年

比較)び表-C 集落別年齢構成調査（平成27年）にあるように人口減少と高齢化率が高い。また住民基本台帳

に基づく近年の比較では下記の表のとおりである。 

   下記の表から分かるように平成28年から令和2年の5年間で人口増若しくは維持した地区は、下方と館地

区の２地区のみで、他 28 地区においては減少している。また高齢化率については、22 地区で上昇している。

本区域全体では5年間で世帯数は1,370世帯から1,317世帯と53世帯の減少、人口は2,996人から2,673人

と323人の減少、高齢化率は44.6％から48.3％と3.7％上昇しており、まもなく本区域全域で高齢化率が50％

に達することが見込まれている。 

このような現状においては、これまで各集落で取り組んできた地域の出役（用水路の補修、道補修、草刈等）

や地区祭りや冠婚葬祭などの集落活動を行うことが困難な地域が生じてきている。さらに集落活動の他、農地

の保全、高齢者の生活支援、防災活動、伝統文化の継承等、多岐に亘る分野において取り組むべき課題が見込

まれている。 
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（2）その対策 

①集落活動センターの推進 

人口減少、高齢化等に伴う多岐分野おける集落課題に対し、近隣集落との連携による地域課題の解決及

び地域産業の振興等を図りながら、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指す集落活動セン

ターの設立について、地域とともに協議検討していく。また、本区域において平成25年５月に大宮地域で

設立された集落活動センター「みやの里」に対しても取り組みが継続できるよう必要な支援を行っていく。 

 

№ 地区名 項目 平成28年 令和2年 5年間比較 № 地区名 項目 平成28年 令和2年 5年間比較
世帯数 31 29 -2 世帯数 43 39 -4
人口 52 45 -7 人口 98 81 -17
高齢化率 78.9 84.4 5.5 高齢化率 46.9 49.4 2.5
世帯数 22 21 -1 世帯数 21 20 -1
人口 48 42 -6 人口 43 34 -9
高齢化率 70.8 83.3 12.5 高齢化率 48.9 58.8 9.9
世帯数 21 19 -2 世帯数 27 27 0
人口 38 30 -8 人口 69 65 -4
高齢化率 55.3 53.3 -2 高齢化率 52.1 55.4 3.3
世帯数 69 62 -7 世帯数 73 72 -1
人口 129 108 -21 人口 153 150 -3
高齢化率 59.7 63 3.3 高齢化率 41.1 42.7 1.6
世帯数 32 31 -1 世帯数 60 70 10
人口 52 48 -4 人口 147 159 12
高齢化率 65.4 62.5 -2.9 高齢化率 25.9 25.8 -0.1
世帯数 50 44 -6 世帯数 53 53 0
人口 95 83 -12 人口 105 96 -9
高齢化率 77.8 56.6 -21.2 高齢化率 31.4 40.6 9.2
世帯数 77 74 -3 世帯数 68 72 4
人口 153 138 -15 人口 160 155 -5
高齢化率 56.9 59 2.1 高齢化率 40 41.3 1.3
世帯数 46 47 1 世帯数 120 110 -10
人口 113 97 -16 人口 226 209 -17
高齢化率 37.2 42.2 5 高齢化率 39.4 43.5 4.1
世帯数 64 61 -3 世帯数 23 23 0
人口 144 124 -20 人口 58 50 -8
高齢化率 44.4 47.6 3.2 高齢化率 37.9 42 4.1
世帯数 30 28 -2 世帯数 76 74 -2
人口 79 75 -4 人口 198 174 -24
高齢化率 38 45.3 7.3 高齢化率 37.3 46.6 9.3
世帯数 23 21 -2 世帯数 62 55 -7
人口 53 52 -1 人口 142 119 -23
高齢化率 47.2 48.1 0.9 高齢化率 33 32.8 -0.2
世帯数 49 48 -1 世帯数 33 32 -1
人口 111 100 -11 人口 83 70 -13
高齢化率 48.6 51 2.4 高齢化率 43.3 51.4 8.1
世帯数 15 12 -3 世帯数 15 12 -3
人口 32 22 -10 人口 45 28 -17
高齢化率 46.9 59 12.1 高齢化率 33.3 42.9 9.6
世帯数 59 58 -1 世帯数 48 46 -2
人口 120 105 -15 人口 113 99 -14
高齢化率 55 57.1 2.1 高齢化率 42.5 46.5 4
世帯数 57 54 -3 世帯数 3 3 0
人口 130 108 -22 人口 7 7 0
高齢化率 48.5 55.6 7.1 高齢化率 28.6 42.9 14.3

世帯数 1,370 1,317 -53
人口 2,996 2,673 -323
高齢化率 44.6 48.3 3.7
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  ②ソフト事業の活用 

      小さな集落の課題と多種多様化した住民のニーズに応えるためには、大掛かりな施設等の整備より、

より細かくニーズに応じた対策をとる必要があり、ソフト事業を活用して集落等の持続的発展につなげ

ていく。    

    

③外部人材の活用 

       地域おこし協力隊をはじめとする都市部等からの移住希望者を本区域で不足する人材として受け入れ、

地域外の視点やスキルを活かし本区域の活性化に資する。 

 ○ 地域振興に励む集落及び団体等の協力者として活動する。 

 ○ 集落の自立及び支え合いの仕組みづくりに協力する。 

 ○ 農林業や各組織の後継者や担い手として活躍。 

 

④集落支援員の活用 

今後の本区域の集落等が持続的に発展していくためには、取り組みを推進していく人材が求められる。

地域の実情等に詳しい人材を集落支援員として任命し、活性化の取り組みや課題解決に対する活用を検討

する。 

 

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

9 集落の整備 ⑵ 過疎地域持続的発展

特別事業 

 

集落整備 

地域おこし協力隊 

過疎高齢化が進む本区域において、集落機能の維

持、人材の確保等が課題となっている。地域外からの

人材を受け入れ、地域外からの視点を活用し、地域

振興、集落の自立等に資する活動を、住民と協働で

取り組む。 

四万十市   

      

集落支援員 

地域の実情に詳しい者を集落支援員として任命し、集

落点検、集落の在り方、集落間の連携、自治活動の

調整等を住民目線で行っていくことにより、今後の地

域づくりにつなげていく。 

四万十市   

      

ふるさと暮らし支援事業 

住民自らが考え自ら行動を起こす効果的な事業に対

し予算の範囲内において当該事業に要する経費を補

助することにより、地域の活性化と住みよい環境整備

を図ることを目的とする。 

地区   

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

「集落の整備」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総合管理計画」に定め

る基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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11 地域文化の振興等 

 

《方 針》 

地域文化の振興等   

本区域には多くの文化財や伝統芸能、埋蔵文化財が残されている。文化財保護として文化財防火月間中に、

見回り活動を行っている。伝統芸能では各集落に神楽や花取り踊りなど特色ある芸能が保存され、後世に伝え

られている。また、埋蔵文化財では大宮・宮﨑遺跡で縄文時代後期（約3,000年前）と見られる「縄文のヴィ

ーナス」と名づけられた線刻礫が出土し、注目を集めた。大宮・宮﨑遺跡だけでなく、西土佐地域には縄文時

代の遺跡が数多く存在しているが、それぞれに調査を実施した後、盛土保存等で適正に保存管理をしている。 

芸術文化面では、西土佐ふれあいホールを拠点として各種文化講演会、コンサート等を開催し、地域の住民

に本物の芸術に触れる機会を提供して行けるように取り組む。 

  

地域文化の振興等に係る施設の整備 

  地域特有の伝統文化、生活文化の振興面では各集落の集会施設等を中心として活動を行っているが、いずれ

も老朽化しており、改修が必要である。芸術文化を発信している西土佐ふれあいホールにおいても開館後 30年

以上が経過しており大規模改修等が必要な時期に来ている。施設維持のため計画的な改修等に取り組む。 

 

（1）現況と問題点 

  ①芸術文化の振興 

   西土佐ふれあいホールでの事業推進により、西土佐地域の住民が多種多様な文化に触れる機会が増大した。

文化協会を中心とした地域住民による活動も若干の温度差はあるものの、それぞれの団体、グループ単位で

定着化している。また地域の伝統芸能が時の流れや人材の流出等により廃れていった面はあるが、守り伝え

る取り組みを行っている地域、団体も多数存在する。 

 

②文化財（埋蔵文化財含む）の保護 

   歴史的文化遺産は先人たちのまちづくり、産業おこしの精神を現在に伝える重要な財産であり、これを保

護し、後世に伝えることは現代に生きるものの責務である。西土佐地域にも多くの文化財や郷土芸能が残さ

れており、住民の理解と関心を高めながら保存、保護の活動を進める必要がある。また、権谷地区の「権谷

せせらぎ交流館」のような歴史的資料・民具等の展示場を確保するなど広く住民に周知できる場づくりが必

要である。 

 

  ③「西土佐村史」の活用 

   本区域に11校あった小学校が少子化により１校となったこともあいまって、地域の歴史や文化に触れる機

会が少なくなり、歴史や文化の継承が希薄になりつつある。地域の歴史や文化を学ぶ機会が必要である。 

 

 （2）その対策 

①芸術文化の振興 

   芸術、文化に対する住民の理解と関心を高め、住民の文化活動と内容の充実を図り、それぞれの活動団体

の協調、連携を大切にし、心豊かな人づくり、生きがいづくりを推進していく。 

   ○ 芸術等の鑑賞機会の提供 

     西土佐ふれあいホールの自主事業を推進し優れた音楽や演劇等の鑑賞の機会を提供していく。 

○ 文化活動資料の保存 

     各種伝統芸能、伝統行事等、現存している文化活動の保存に取り組んでいく。 
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   ○ 文化活動の拠点 

     西土佐ふれあいホールを拠点として、文化協会や関係機関との連携により、各種文化活動に取り組む。 

    ○ 天体観測施設の活用 

     西土佐区域は旧環境庁より星空の街として指定されている。 

     これまで使用してきた施設や備品の老朽化に伴い平成24年度に施設と備品を新たに整備した。これを

機に指定管理者制度による施設の管理運営を行うことで専門職員による天体観望会など各種事業を実施

しサービスの拡大、施設利用者の拡大を図っている。また関係機関と連携するなど観光面においても寄

与していく。 

 

  ②文化財（埋蔵文化財含む）の保護 

     先人の残した文化遺産を保存、保護することで、住民の文化的愛護思想の普及に努める。 

     ○ 文化財の調査、保護 

       文化財指定とともに、貴重な文化遺産の保護、保存に努める。また、既存施設を有効に活用し、歴史的

資料や民具などの保管及び展示によって学習できる環境の整備を図る。 

 

③「西土佐村史」の活用 

       小中学校や高校でも授業等で「西土佐村史」を活用し、西土佐地域の歴史や文化を学ぶことができるよ

う働きかけていく。 

 

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化の振興等 ⑵ 過疎地域持続的発

展特別事業 

 

地域文化振興 

ふれあいホール自主事業 

本区域にある唯一の多目的施設である西

土佐ふれあいホールを活用し、本区域で

文化・芸術に親しむ人たちの作品展示や文

化公演、コンサートを開催する。地域の伝

統文化や日常的な文化活動を推進すること

で将来にわたる地域の文化振興につなげ

る。 

四万十市 

 本事業は住民が気

軽に文化・芸術に触れ

らる環境を作ることに

より、本区域における

新たな文化の創造

や、文化的交流、文化

活動を支える人材の

育成を促進するもので

あり、その効果は将来

に及ぶ。 

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

「地域文化の振興等」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総合管理計画」に

定める基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

《方 針》 

 自然環境保護や地球温暖化対策のため再生可能エネルギー及び自然エネルギーの導入を推進し、自然環境の保

護やCO2削減を図る。 

 

（1）現況と問題点 

 再生可能エネルギー等の利用 

  自然環境保護や地球温暖化対策のため CO2 削減に取り組んでいく必要があるが、新エネルギーへの転換及び

普及に向けて、新たなエネルギーの種類、コスト、周辺環境への影響等が課題となっている。 

 

（2）その対策 

再生可能エネルギー等の利用 

    公共施設において、再生可能エネルギー等の導入を検討していく。 

    

（3）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

11 再生可能エネルギー

の利用の推進 

 

 

    

 ※事業名等については具体的な事業計画ができ次第、変更により適宜反映させる。 

 

（4）公共施設等総合管理計画との整合 

 「再生可能エネルギーの利用の推進」区分における公共施設等の整備及び維持管理は「四万十市公共施設等総

合管理計画」に定める基本方針と整合性を図りながら、適切に行っていくものとする。 
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

2 産業の振興 

  

  

  

(10)過疎地域持続

的発展特別事業 

    

 

第1次産業 

  

  

  

新規就農研修支援事業 

 過疎化が進行する本区域では農業の後

継者不足対策が急務である。新規就農

者に栽培技術の取得と経営感覚を身に

つけさせるため、公益財団法人四万十

市農業公社での実践的研修に関わる経

費について支援することにより、過疎

地における農業後継者づくりを推進

し、将来にわたり安心安全な生活が存

続できる地域の基盤づくりを推進す

る。 

四万十市 

農業後継者を育

成するものであ

り、その効果は

将来に及ぶ。 

栗産地再生事業 

 栗栽培で暮らせる仕組みの確立に向

け、栽培技術の普及や生産者への補助

制度の充実、また水田等平場での省力

化栽培を推進する。更には市場単価向

上に向け、栗のブランディングを行

い、生産から加工販売までの様々な取

り組みを包括的に支援することで、良

質な栗の産地再生を図る。 

四万十市 

栗産地の再生に

資する事業であ

り、農家の生産

意欲につながる

ことも期待でき

る。その効果は

将来に及ぶ。 

総合営農指導拠点施設運営事業 

 農業振興の推進と併せて農業を中心

とした地域づくりを進めるため、中核

的担い手農家の育成、農作業の受託及

び委託の推進、新規就農者の研修事業

の実施、農業構造改善の推進、新規農

産物の開発等を行い地域経済の向上を

図る 

四万十市 

農地の維持及び

農業による地域

経済向上を図る

ものであり、そ

の効果は将来に

及ぶ。 

集落営農体制整備事業 

 中山間地域において農業所得の確

保、生産性向上に取り組む集落営農組

織に対して補助金を交付し、地域農業

の維持、再生を図る。 

四万十市 

農業所得の確保

と農地を維持し

ていく事業であ

るため、その効

果は将来に及

ぶ。 
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有害鳥獣緊急対策事業 

 過疎化による耕作放棄地の増加によ

り、シカやイノシシ等の有害鳥獣が個

体数を増やして農林産物に深刻な被害

をもたらしている。農作物を保護する

ための防護柵の設置支援と有害鳥獣の

捕獲に対する報償を行い、耕作放棄地

の拡大防止や山林資源の保護など、過

疎地域の主要産業である農林業を保護

し、生活の基盤の確保を推進する。 

四万十市 

農作物の被害防

止、耕作放棄地

拡大防止等の効

果があり、効果

は将来に及ぶ。 

農業担い手確保対策事業 

 中山間地域の農業担い手確保のため

に、農業研修希望者や就農希望者が利

用できる住宅環境確保のための支援を

行う。 

四万十市 

農業後継者を育

成するものであ

り、効果は将来

に及ぶ。 

観光 

  

  

  

道の駅「よって西土佐」管理運営 

 道の駅を拠点として都市住民との交

流、農林水産業の振興及び情報発信等

を行うことで地域活性化を図る。 四万十市 

地域外との交流

や産業振興等に

より本区域の地

域活性化に資す

るものであり、

その効果は将来

に及ぶ。 

カヌー館管理運営 

地域の観光拠点施設として、カヌー 

館やオートキャンプ場、ログハウス等

を運営するとともに、様々なアクティ

ビティを通じて体験型、滞在型観光を

推進する。  

四万十市 

地域資源を活用

した観光振興に

資することか

ら、その効果は

将来に及ぶ。 

しまんとリバーベキュープロジェクト 

 BBQ用ガスグリルを整備し、地域食

材の利用促進とインストラクター養成

のための講習会やイベントを開催し、

四万十の食の魅力を内外に発信し、交

流人口の増加と農産物等の生産消費拡

大を図る。 

四万十市 

人材育成及び交

流人口の増加と

農産物の生産消

費拡大につなが

ることが期待で

きる。その効果

は将来に及ぶ。 

ホテル星羅四万十ルーフトップ及び道

の駅展望デッキ工事 

 四万十川の景観を活かしながらBBQ

の聖地として本市をPRし、BBQでのお

もてなしを行うための拠点となる屋外

施設の整備に係わる設計を行う。 

四万十市 

交流人口の増加

と農産物の生産

消費拡大につな

げるBBQを推進

していくための

事業であること

から、その効果

は将来に及ぶ。 
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4 交通施設の整

備、交通手段の

確保 

  

  

  

  

  

  

(9)過疎地域持続的

発展特別事業   

公共交通 

  

JR予土線利用促進対策事業  

本区域において鉄道は通院通学や観

光の面からも重要な公共交通機関であ

る。沿線自治体の人口減少等により利

用者は減少傾向にある。予土線の存続

に向けて高知県と本市及び四万十町で

設立した高知県予土線利用促進対策協

議会が主体となり、他団体とも連携し

ながら予土線の利用促進の施策に取り

組む。 

高知県予土線

利用促進対策 

協議会 

鉄道存続に向け

ての利用促進策

を図っていくこ

とから、その効

果は将来に及

ぶ。、 

過疎バス等の運行 

 高齢化が進む本区域では、車を持た

ない高齢者等の移動手段としてバス運

行は必要不可欠な公共交通である。本

区域において高齢者等の日常的な移動

手段としてバスを運行する。 

四万十市 

公共交通として

バスによる移動

手段を確保して

いくため、その

効果は将来に及

ぶ。 

交通施設維持 

  

  

  

  

橋梁点検 

 今後老朽化する道路橋について、道

路法で定められる5年に１度の定期点

検結果をもとに橋梁長寿命化修繕計画

を策定することにより、 長寿命化並び

に橋梁の修繕・補修に係る 費用の縮減

を図りつつ、保全・メンテナンスの意

識を浸透させながら地域の道路網の 安

全性・信頼性を確保する。 

四万十市 

道路網の安全

性、信頼性を確

保し、道路施設

の長寿命化を図

ることから、そ

の効果は将来に

及ぶ。 

トンネル定期点検 

 老朽化する道路トンネルについて、

道路法で定められる5年に１度の定期

点検結果をもとに維持管理計画を策定

することにより、予防保全型の維持管

理への転換を図るとともにトンネルの

長寿命化並びに修繕に係る費用の縮減

を図りつつ、効率的かつ効果的な維持

管理により、道路施設の安全性・信頼

性を確保する。 

四万十市 

道路網の安全

性、信頼性を確

保し、道路施設

の長寿命化を図

ることから、そ

の効果は将来に

及ぶ。 

道路維持管理手数料（一般補修、特別

補修、部落補修） 

 市民と行政が協働して、四万十市道

の維持補修活動を行うことで、市道愛

護の思想を普及するとともに市道の安

全性の確保を図ることと併せ、地域コ

ミュニティの向上を図る。  

四万十市 

市道の安全性確

保に資すること

から、その効果

は将来に及ぶ。 
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西土佐地域市道等維持管理業務 

 四万十市産業建設課が所管し管理す

る道路等（橋梁、トンネル、法定外公

共物）において定期的な維持管理や必

要に応じた緊急処置等を行うことで安

全、安心及び快適な施設として維持管

理する。 

四万十市 

道路網の安全

性、信頼性を確

保し、道路施設

の長寿命化を図

ることから、そ

の効果は将来に

及ぶ。 

JR予土線跨線橋撤去 

 市内に３橋存在する跨線橋は50年程

度経過しており、老朽化が著しく進行

しているため、撤去及び機能回復を図

ることによりJR予土線と当該路線の安

全な通行を確保するもの。 

四万十市 

老朽化した跨線

橋を撤去し、よ

り安全な農道整

備につなげてい

くための事業で

あるため、その

効果は将来に及

ぶ。 

5 生活環境の整

備 

  

  

  

(7)過疎地域持続的

発展特別事業 

    

 

環境 

  

  

一般廃棄物収集運搬事業 

 本区域で発生する一般廃棄物を適正

に処理するため、市が業務委託を行い

一般廃棄物の収集運搬にあたり、併せ

てごみの分別化、再資源化の徹底等の

啓発活動に取り組み、地域住民の生活

環境の保全、向上に寄与する。 

四万十市 

市民の生活環境

の維持に資する

事業であり、そ

の効果は将来に

及ぶ。 

し尿処理施設維持管理事業 

 本区域のし尿処理施設であるクリー

ンセンター西土佐の設備機器等の適切

な保守点検及び計画的な修繕の実施に

より、施設の適正な管理運営を継続

し、環境保全に配慮する。 

四万十市 

市民の生活環境

の維持に資する

事業であり、そ

の効果は将来に

及ぶ。 

合併処理浄化槽設置事業 

 合併浄化槽の設置を促進するため、設

置者に対して設置費用の補助を行い、

清流保全等の自然環境の改善を図る。 

市民 

清流保全に資す

る事業であり、

その効果は将来

に及ぶ。 

 

防災・防犯 

市営住宅耐震診断 

 本区域にある市営住宅の安全確保の

ため耐震診断を実施し耐震化を図る 四万十市 

市営住宅の安全

性を確保してい

くため、その効

果は将来に及

ぶ。 

6 子育て環境の

確保、高齢者等

の保健及び福祉

の向上及び増進 

  

(8)過疎地域持続的

発展特別事業 

    

 

高齢者・障害者福

祉 

あったかふれあいセンター事業 

 高齢者や障害者、支援が必要な子ど

もに対する、交流の場の提供、支援、

サービス等の充実を図り、雇用の創出

や社会参加へつなげる。本区域内で住

四万十市 

あったかふれあ

いセンターの事

業を通じて高齢

者や障害者等

が、地域で安心

安全に暮らせる
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  民が安心安全に暮らすことができ、地

域コミュニティの再生強化を図る。 

地域づくりにつ

なげるものであ

り、その効果は

将来に及ぶ。 

健康福祉地域推進事業 

 高齢者等の健康づくりや交流、見守

り等を実施し、地域で楽しみながら安

心して暮らせるための活動を推進す

る。 

四万十市 

高齢者等の集い

や健康づくり、

暮らしの安心に

資する事業であ

り、その効果は

将来に及ぶ。 

8 教育の振興 (4)過疎地域持続的

発展特別事業 

    

 

生涯学習・スポー

ツ 

生涯学習委託事業 

 地域内の小学生を中心に西土佐地域

の自然や文化に触れる体験教室等を行

い、西土佐地域の文化の継承を行う。 
四万十市 

将来を担う小学

生を中心にし

た、本区域の自

然や文化の継承

につなげる事業

であり、その効

果は将来に及

ぶ。 

9 集落の整備 

  

  

（2）過疎地域持続

的発展特別事業 

 

集落整備 

  

  

地域おこし協力隊 

 過疎高齢化が進む本区域において、

集落機能の維持、人材の確保等が課題

となっている。地域外からの人材を受

け入れ、地域外からの視点を活用し、

地域振興、集落の自立等に資する活動

を、住民と協働で取り組む。 

四万十市 

本区域で不足す

る人材の確保や

将来の担い手等

につながるた

め、その効果は

将来に及ぶ。 

集落支援員  

地域の実情に詳しい者を集落支援員

として任命し、集落点検、集落の在り

方、集落間の連携、自治活動の調整等

を住民目線で行っていくことにより、

今後の地域づくりにつなげていく。 

四万十市 

魅力ある地域づ

くりを推進して

いくため、その

効果は将来に及

ぶ。 

ふるさと暮らし支援事業 

 住民自らが考え自ら行動を起こす効

果的な事業に対し予算の範囲内におい

て当該事業に要する経費を補助するこ

とにより、地域の活性化と住みよい環

境整備を図ることを目的とする。 

地区 

地域の住みよい

環境整備につな

げるため、その

効果は将来に及

ぶ。 

10 地域文化の

振興等 

（2）過疎地域持続

的発展特別事業 

 

地域文化振興 

ふれあいホール自主事業 

 本区域にある唯一の多目的施設であ

る西土佐ふれあいホールを活用し、本

区域で文化・芸術に親しむ人たちの作

品展示や文化公演、コンサートを開催

 

 

四万十市 

本事業は住民が

気軽に文化・芸

術に触れらる環

境を作ることに

より、本区域に
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する。地域の伝統文化や日常的な文化

活動を推進することで将来にわたる地

域の文化振興につなげる。 

おける新たな  

文化の創造や、

文化的交流、文

化活動を支える

人材の育成を促

進するものであ

り、その効果は

将来に及ぶ。 

 


